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Ⅵ．研究業績

研究業績一覧
学会（区分／発表者名〈筆頭者に○〉／タイトル／発表した学会・企画／場所／日時）

	 総会　○重吉到、栗原唯生、佐野貴之、浅沼晃三、井上豪、市川辰夫

	 	 「術前に卵巣嚢腫と診断した若年女性の腸間膜リンパ管腫の一例」

	 	 第 49回腹部救急医学会総会	 	 	 福岡　３月13日

	 総会　○佐野貴之、重吉到、浅沼晃三、井上豪、長潔、市川辰夫、井合哲

	 	 「バーベル落下により発症した外傷性小腸穿孔の一例」

	 	 第 49回腹部救急医学会総会	 	 	 福岡　３月13日

	 総会　○浅沼晃三、重吉到、栗原唯生、佐野貴之、井上豪、市川辰夫

	 	 「術前診断が困難であった閉鎖孔ヘルニアの一例」

	 	 第 49回腹部救急医学会総会	 	 	 福岡　３月13日

	 総会　○栗原唯生、岡村行泰、金本秀行、杉浦禎一、水野隆史、木内亮太、寺島雅典、坂東悦郎、絹笠祐介、

	 　　　　上坂克彦

	 	 「前治療のないＨＣＶ陽性肝細胞癌切除例における術前ＨＣＶ抗体価の検討」

	 	 第 113回日本外科学会定期学術集会	 	 福岡　４月12日

	 総会　○荒熊智宏、後藤知英、生田陽二、荒井祥実、坂口友里、冨田直、清水直樹、三山佐保子

	 	 「小児集中治療室における持続脳波モニタリングでとらえた発作時脳波の検討」

	 	 第 55回日本小児神経学会学術集会	 	 大分　５月29日

	 総会　○浅沼晃三、佐藤新太郎、原澤慶次、土方直也、宮岡啓介、石津英喜、田川公平、後藤正志、

	 　　　　青山克彦

	 	 「腹腔動脈より流入する異常血管を認めた右肺分画症の一例」

	 	 第 30回日本呼吸器外科学会総会		 	 愛知　５月10日

	 総会　○天野由紀、芦苅圭一、河野直哉、関志帆子、高橋昭裕、千葉秀幸、井田智則、諸橋大樹、太原洋、

	 　　　　後藤亨

	 	 「急性出血性直腸潰瘍12例の臨床的特徴および内視鏡的止血法の検討」

	 	 第 85回日本消化器内視鏡学会総会	 	 京都　５月11日

	 総会　○下正宗、佐々木隆徳、村上純子、児玉貴之、坂戸慶一郎、本郷舞依

	 	 「Ｒ−ＣＰＣ	臨床検査を患者のケアに生かす──検査値を読んで病態に迫る──」

	 	 第４回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会	 宮城　５月19日
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	 総会　○佐藤新太郎、草野賢次、原澤慶次、浅沼晃三、宮岡啓介

	 	 「Clarithromysinが有効であったM.gordonaeによる肺感染症の１例」

	 	 第 164回日本結核病学会関東支部学会、第206回日本呼吸器学会関東地方会

	 	 	 	 	 	 	 	 長野　９月21日

	 総会　藤田泰幸

	 	 「３歳児に発達の遅れを指摘されたがその後順調に発達し問題なく就学した２例」

	 	 第 31回日本小児心身医学会学術集会	 	 鳥取　９月14日

	 総会　○野口周一、高石光雄、稲村充則

	 	 「当院回復期リハビリテーション病棟における独居患者の転帰」

	 	 第 35回日本リハビリテーション医学会関東地方会	 山梨　９月14日

	 総会　○福本顕史、田中宏昌、守谷能和、忍哲也、久保地美奈子、小野未来代、吉野肇、増田剛

	 	 「ＥＲＣＰ後膵炎予防における当院での工夫（ジクロフェナクナトリウム坐剤事前投与に

	 	 ついて）」

	 	 第 21回日本消化器関連学会週間		 	 東京　10月 11日

	 総会　○小川幸祐、金泉恵美子、大山美香、崎山恵子、尾形麻里子、大久保智子、村上純子

	 	 「EVANS症候群を併発し、診断に苦慮した血管免疫芽球性T細胞リンパ腫の１例」

	 	 第 60回日本臨床検査医学会学術集会	 	 兵庫　11月 1日

	 総会　○小林真弓、森下泉、春原美代子、大久保智子、村上純子

	 	 「分娩数が多い地域の基幹病院における不規則抗体の検出状況」

	 	 第 60回日本臨床検査医学会学術集会	 	 兵庫　11月１日

	 総会　○村上純子、佐守友博

	 	 「委員会特別企画２（チーム医療ＷＧ）一致団結！　臨床検査とチーム医療

	 	 日本臨床検査専門医会から─検査医がチーム医療において担うべきこと／担いたいこと─」

	 	 第 60回日本臨床検査医学会学術集会	 	 兵庫　11月２日

	 総会　○村上純子、下正宗、本田孝行、正木充、上原由紀、小笠原理恵

	 	 「臨床で利用しやすい検査結果を提供しよう	Ｒ−ＣＰＣ２」

	 	 第 60回日本臨床検査医学会学術集会	 	 兵庫　11月３日

	 総会　○相原雅子、村上純子、吉田智恵子、野田邦子

	 	 「当院における血液培養検査の現状について」

	 	 第 87回日本感染症学会学術講演会	 	 神奈川　６月5日

	 総会　○吉田智恵子、村上純子、相原雅子

	 	 「ＶＲＥアウトブレイクから学んだ感染防止対策」

	 	 第 87回日本感染症学会学術講演会	 	 神奈川　６月5日

	 総会　栗原唯生

	 	 「当院における非Ｂ非Ｃ肝細胞癌の外科的治療成績とその臨床病理学的特徴」

	 	 第 25回日本肝胆膵外科学会・学術集会	 	 栃木　６月12日

	 総会　栗原唯生

	 	 「胃に転移したと考えられる肝原発類上皮血管内皮腫の１例」

	 	 第 25回日本肝胆膵外科学会・学術集会	 	 栃木　６月12日

	 総会　村上純子

	 	 「臨床検査とチーム医療」

	 	 第 23回日本臨床検査専門医会春季大会	 	 神奈川　６月29日

	 総会　栗原唯生

	 	 「３㎝・３個以下のウイルス性肝細胞癌とＮＢＮＣ型非ウイルス性肝細胞癌の手術治療成績

	 	 の比較」

	 	 第 68回日本消化器外科学会総会		 	 宮崎　７月18日

	 総会　○奥嶋博美、西村勝彦、石黒泉、大山美香、小川幸祐、崎山けい子、村上純子

	 	 「検査血液学会提唱白血球分類法による好中球桿状核球と分葉核球の目視比率について」

	 	 （第１報）基準値設定の試み

	 	 第 14回日本検査血液学会学術集会	 	 東京　７月28日

	 総会　○崎山けい子、大山美香、小川幸祐、村上純子

	 	 「検査血液学会提唱白血球分類法による好中球桿状核球と分葉核球の目視比率について」

	 	 （第２報）ＳＩＲＳ症例についての検討

	 	 第 14回日本検査血液学会学術集会	 	 東京　７月28日
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	 地方会　○山田歩美、忍哲也、村上純子、三浦勝浩（日本大学医学部付属板橋病院血液・膠原病内科）

	 	 「術後の止血困難が契機となって診断された後天性血友病Ａの１例」

	 	 第 601回日本内科学会関東地方会	 	 埼玉	 11月 9日

	 地方会　小池昭夫

	 	 「楽しいヘルスプロモーション」

	 	 第 13回働くもののいのちと健康を守る　関東甲信越学習交流会	 埼玉　11月９日

	 地方会　○喜多村健一、山田歩美、佐藤新太郎、忍哲也

	 	 「傍腫瘍性神経症候群による健忘症状が発傍腫瘍性神経症候群による健忘症状が発見の契機と

	 	 なった肺小細胞癌の１例」

	 	 第 602回日本内科学会関東地方会	 	 埼玉　12月 14日

	 地方会　○田中宏昌、久保地美奈子、守谷能和、福本顕史、忍哲也、小野未来代、増田剛、

	 　　　　　石津英喜

	 	 「慢性Ｃ型肝炎に合併した肉腫様変化を伴う肝内胆管癌の１例」

	 	 第 602回日本内科学会関東地方会	 	 埼玉　12月 14日

講演会	 （発表者名／タイトル／発表した学会・企画／場所／日時）

	 村上純子	 「自己血輸血小委員会報告──埼玉県の自己血輸血──」

	 	 	 第４回埼玉輸血フォーラム	 	 埼玉　２月２日

	 雪田慎二	 「チェルノブイリ原発事故　その26年後」	

	 	 	 被ばく問題に取り組む市民団体	 	 埼玉　２月17日

	 雪田慎二	 「脱原発！　そして再生可能エネルギーへ！　ウクライナとドイツから何を学ぶか」

	 	 	 ふじみ野市革新懇	 	 	 埼玉　３月10日

	 雪田慎二	 「ソーシャルワーカーとして長持ちするために　もの言うソーシャルワーカーに」

	 	 	 県連ソーシャルワーカー部会	 	 埼玉　４月27日

	 雪田慎二	 「埼玉民医連の被災者支援活動報告」

	 	 	 原発事故被災者相談活動交流集会	 埼玉　６月１日

	 総会　○重吉到、佐野貴之、浅沼晃三、井上豪、市川辰夫

	 	 「出血を繰り返す十二指腸ＧＩＳＴに対してＩＶＲ後十二指腸部分切除を施行した一例」

	 	 第 75回日本臨床外科学会総会	 	 	 名古屋　11月 21日

	 総会　○佐野貴之、重吉到、栗原唯生、浅沼晃三、井上豪、市川辰夫

	 	 「穿孔性癌性腹膜炎で発症した、原発性小腸未分化癌の１例」

	 	 第 75回日本臨床外科学会総会	 	 	 名古屋　11月 21日

	 総会　○小池昭夫、岩井ふみ代（埼玉土建国民健康保険組合）

	 	 「ＣＢＰＲ活動の現状」

	 	 日本ヘルスプロモーション学会第11回学術大会・総会	 長野　11月 30日

	 地方会　○土佐素史、喜多村健一、新井亮子、中島尚子、中島昌典、倉本崇光、山田歩美、久保地美奈子、

	 　　　　　忍哲也

	 	 「当院で経験した髄液中ＡＤＡ活性上昇から結核性髄膜炎と診断した４例」

	 	 第 595回日本内科学会関東地方会	 	 埼玉　３月９日

	 地方会　○倉本崇光、忍哲也、中島昌典、土佐素史、山田歩美、久保地美奈子、村上純子

	 	 「診断に難渋したEvans症候群合併血管免疫芽球型Ｔ細胞リンパ腫」

	 	 第 595回日本内科学会関東地方会	 	 埼玉　３月９日

	 地方会　○山田歩美、田中宏昌、守谷能和、福本顕史、忍哲也、小池昭夫

	 	 「脳梗塞を繰り返しTrousseau症候群と考えられた進行膵癌の１例」

	 	 第 597回日本内科学会関東地方会	 	 埼玉　６月８日

	 地方会　○佐藤新太郎、原澤慶次、浅沼晃三、宮岡啓介、草野賢次

	 	 「左動眼神経麻痺を初発症状とした肺小細胞癌による癌性髄膜炎の１例」

	 	 第 599回日本内科学会関東地方会	 	 埼玉　９月14日

	 地方会　○佐藤新太郎、山田歩美

	 	 「慢性壊死性肺アスペルギルス症の臨床像についての検討」

	 	 第 62回日本感染症学会東日本地方会学術集会	 東京　11月１日

	 地方会　○伊藤浄樹、布施彩、芳賀厚子、榎本明美、市川清美、神谷稔

	 	 「健児を得た子宮内外同時自然妊娠の１例」

	 	 第 81回日産婦学会埼玉地方部会		 	 埼玉　11月９日
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	 ○福本顕史、田中宏昌、守谷能和、忍哲也、小野未来代、吉野肇、増田剛

	 	 	 「孤立性胃静脈瘤破裂により診断された膵頭部動静脈奇形の１例」

	 	 	 第 13回全日本民医連消化器研究会	 埼玉　３月９日

	 ○有田圭介、田中宏昌、大石克巳、福本顕史、忍哲也、増田剛

	 	 	 「成人多発性胃重複症の一例」

	 	 	 第 13回全日本民医連消化器研究会	 埼玉　３月９日

	 ○重吉到、佐野貴之、金子しおり、浅沼晃三、井上豪、長潔、井合哲、市川辰夫

	 	 	 「当院における門脈ガス血症９例の検討」

	 	 	 第 13回全日本民医連消化器研究会	 埼玉　３月９日

	 ○福本顕史、田中宏昌、守谷能和、忍哲也、小野未来代、吉野肇、増田剛

	 	 「ＥＲＣＰ後膵炎予防における当院での工夫（ジクロフェナクナトリウム座薬の予防投与）」

	 	 第 13回全日本民医連消化器研究会	 	 埼玉　３月９日

	 ○久保地美奈子、田中宏昌、守谷能和、福本顕史、忍哲也、小野未来代、吉野肇、増田剛

	 	 「当院の急性膵炎における検討」

	 	 第 13回全日本民医連消化器研究会	 	 埼玉　３月９日

	 守谷能和

	 	 「確定診断に難渋した、広範囲胆管浸潤型肝内胆管癌の一例」

	 	 第 13回全日本民医連消化器研究会	 	 埼玉　３月９日

	 ○忍哲也、重吉到

	 	 「肝内胆管癌に伴ったTrousseau症候群と思われる１例」

	 	 第 13回全日本民医連消化器研究会	 	 埼玉　３月９日

	 ○佐野貴之、重吉到、栗原唯生、浅沼晃三、井上豪、長潔、市川辰夫、井合哲

	 	 「当院で経験した虫垂粘液嚢胞腺癌の一例」

	 	 第 13回全日本民医連消化器研究会	 	 埼玉　３月９日

	 守谷能和	 「ループス腸炎・腹膜炎で発症した全身性エリテマトーデスの一例」

	 	 第 13回全日本民医連消化器研究会	 	 埼玉　３月９日

	 田中宏昌	 「壊死性腸炎の１例」

	 	 第 13回全日本民医連消化器研究会	 	 埼玉　３月９日

	 村上純子	 「病態を予測した検査値の読み方～肝腎な話」

	 	 	 Ｓ−ＱＵＥ研究会　Ｅナース研修	 埼玉　６月19日

	 村上純子	 「検査データの読み方・考え方～データから何が起こっているか（病態生理）を

	 	 	 読み取る～」

	 	 	 京都府看護協会研修会	 	 	 京都	 ７月 17日

	 雪田慎二	 「原発事故による健康被害　様々なデータをどう読み解くか」

	 	 	 埼玉平和のための戦争展		 	 埼玉　７月28日

	 雪田慎二	 「原発事故による健康被害　甲状腺エコー検診結果などをどう理解するか」

	 	 	 原発事故被災者支援団体ココカフェ	 埼玉　９月８日

	 村上純子	 「検査データの読み方・考え方～データから何が起こっているか（病態生理）を

	 	 	 読み取る～」

	 	 	 京都府看護協会研修会	 	 	 京都　10月 30日

	 村上純子	 「輸血に関する基礎知識と実践上の注意	and	自己血輸血のＱ＆Ａ」

	 	 	 茨城県立中央病院研修会		 	 茨城　11月 25日

	 雪田慎二	 「健康不安に負けずに気楽にやり過ごす知恵」

	 	 	 原爆被害者団体協議会しらさぎ会	 埼玉　12月８日

法人内	 （発表者名〈筆頭者には○〉／タイトル／発表した学会・企画／場所／日時）

	 雪田慎二	 「脱原発！　そして再生可能エネルギーへ！」

	 	 	 法人 20周年記念	 	 	 埼玉　１月20日

	 村上純子	 「臨床検査科医師による横断的診療支援──臨床検査医の紹介をかねて──」

	 	 	 埼玉民医連学術・運動交流集会	 	 埼玉　２月３日

	 ○吉野肇、荒木久美子	 	 「大井協同診療所　初めての胃癌リスクに取り組んで」

	 	 	 第 13回全日本民医連消化器研究会	 埼玉　３月９日
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	 深井百恵	 「大腸憩室炎に合併した門脈血栓症の１例」

	 	 第 13回全日本民医連消化器研究会	 	 埼玉　３月９日

	 浅沼晃三	 「術前化学療法にてＰＣＲが得られた進行胃癌の一例」

	 	 第 13回全日本民医連消化器研究会	 	 埼玉　３月９日

	 村上純子	 「学術・研究活動のプログラミングから発表まで」

	 	 学術運動交流集会プレ企画	 	 	 埼玉　８月24日

	 村上純子	 臨床検査科医師による横断的診療支援──臨床検査医の紹介をかねて──

	 	 第 11回全日本民医連学術・運動交流集会	 北海道　10月４日

	 浅沼晃三	 「腹腔動脈より流入する異常血管を認めた右肺分画症の一例」

	 	 第 38回全日本民医連呼吸器疾患研究会	 	 三重　11月８日

院内	 	 （発表者名〈筆頭者には○〉／タイトル／発表した学会・企画／場所／日時）

	 ○村上純子、小野寺由美子	

	 	 「輸血学習会No.１　	基礎編」	 	 	 ２月 14日

	 ○小野寺由美子、村上純子

	 	 「輸血学習会No.２　	基礎編」	 	 	 ２月 19日

	 ○村上純子、小野寺由美子

	 	 「検査データから読み取る病態生理とフィジカルアセスメントNo.１」

	 	 看護部キャリ２講座	 	 	 	 11月 19日

	 ○村上純子、小野寺由美子

	 	 「検査データから読み取る病態生理とフィジカルアセスメントNo.２」

	 	 看護部キャリ２講座	 	 	 	 12月 17日

Physicians’attitudes toward the definition of 
“death from age-related physical debility” in 
deceased elderly with aspiration pneumonia

埼玉協同病院　呼吸器内科　佐藤新太郎
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類白血病反応を伴った
granulocyte-colony stimulating factor
（G-CSF）産生尿路上皮癌の 1 剖検例

埼玉協同病院　消化器内科　田中宏昌
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 一般病院の「一人検査医」の立場から

埼玉協同病院　臨床検査科　村上純子
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専門職連携のための
中堅職員研修プログラムの作成

埼玉協同病院　看護部　小野寺由美子
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Ⅳ．倫理的配慮
　対象者に対しては、研修のまとめを分析して発

表すること、まとめにあたっては、個人が特定さ

れないよう配慮すること、今回の内容が人事考課

等に影響しないことを口頭と文書にて説明し、同

意を得た。また、Ａ病院倫理審査委員会の承認を

得た。

Ⅴ．研究結果

　方法（１）について
　自己評価表の結果：評価表は、新人看護職員26

名が記入した（図１）。

　【優先順位】の３つの設問については、よくでき

たと答えた人は２～３割であった。特に「検温の

優先順位が適切か」の設問は評価が低く、この設

問に対して、ＮＡ：その場面がなかったと判断し

た人が９名いた。【確実な看護ケアの提供、安全管

理】の６つの設問については、よくできたと答え

た人は２割程度の項目が多く、ラウンドの目的で

ある検温の実施とプライバシーへの配慮の評価が

シミュレータを導入した（危険な身体兆候へ

の気づき）。

④演習の振り返りは、ディブリーフィングを意

図的に活用した。

⑤ＯＪＴ（職場内教育）につなげてもらえるよう、

部門の協力を得てプリセプターの参加を増や

した。

　演習直後に、研修目標の４つの柱【優先順位】

【確実な看護ケアの提供、安全管理】【説明と同

意、接遇】【他のスタッフへの報告、応援要請】

に沿った19の行動目標を設定した評価表（表１）

を使用し、５段階選択式の評価を行い、演習実

施者と演習を見ていたグループ内の新人看護職

員とで振り返り（ディブリーフィング）、その内

容を個人で記述してもらった。

（２）演習６ヵ月後に、「日々の実践の中で意識し

ている変化」について自由記述してもらった。

（３）（１）、（２）の結果から、演習後に新人看護

職員に起きた変化の特徴を分析する。

Ⅲ．研究方法

１．用語の定義
（１）新人看護職員：看護師国家試験に合格した

後、看護師免許により業務を行って１年以内

の看護師、保健師、助産師

（２）ディブリーフィング：シミュレーションで

の経験を、目標に沿って振り返り、さらによ

くするために実際に体験した学習者と周囲で

観察していた学習者らが主体的にディスカッ

ションすること

２．対象：2012年の多重課題演習に参加した新人
看護職員26名

３．研究期間：2012 年９月～ 2013 年５月

４．方法
（１）多重課題演習を、入職後７ヵ月目に実施。

　2011年度実施した研修の評価から明らかになっ

た課題をもとに、2012年度多重課題演習プログラ

ムを以下の通り改善した。

①オリエンテーションの工夫：パワーポイント

を使用し、目的を絞ってきちんと伝達。

②患者情報は事前にフローシートを作成し伝達。

患者設定は混乱を避けるため１パターンのみ

とした。

③患者状態の変化がわかりにくいため、高機能

●「第44回日本看護学会論文集　看護教育」　

に掲載された論文です。

　学会査読は終了しています。

	

キーワード：新人看護職員研修、多重課題演習、

　　　　　　ディブリーフィング

Ⅰ．はじめに
　急性期病院においては、医療チームの中で複数

の患者を受け持ち、時間的プレッシャーの中で多

重課題を抱えながら、看護を安全に提供するため

の臨床実践能力を求められる。この多重課題への

対応が新人看護職員にとってリアリティショック

の要因になることが多く、「新人看護職員研修ガイ

ドライン」の中でもトレーニングの必要性が述べ

られている。Ａ病院では、先行的な取り組みを参

考にしながら、2010年度より新人看護職員研修の

一環で多重課題演習を取り入れ実施している。

　2012年度は、演習に参加する新人看護職員の主

体的学習を促し、演習後のＯＪＴにおける変化を

生み出すことを目的に、ディブリーフィングの方

法を活用した振り返りを実施した。多重課題演習

後、新人看護職員に起こった実践での変化を評価

する。	

Ⅱ．研究目的
　多重課題演習に参加し、ディブリーフィングを

体験した新人看護職員が、演習後の実践の中で自

覚した変化の特徴をみる。

多重課題演習を体験した
新人看護職員が自覚した変化

埼玉協同病院　看護部　川島妙子　小野寺由美子
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ムリーに【他者からの支援を自発的に要請】する

ことで、【患者の安全を意識したケアの実施】につ

なげようと行動していることが示唆された。

　今回の多重課題演習の体験による変化を、コル

ブの経験学習理論にあてはめて考察した（図２）。

多重課題演習という具体的な経験後に、意図的に

ディブリーフィングを活用し振り返りを行うこと

で、多重課題場面は日常であるとわかったこと、

自分の対応できる範囲の限界を自覚できたことな

ど、経験の概念化ができ、予測した行動をとる・

優先順位を考えた行動をとる・他者からの支援を

自発的に要請する・患者の安全を意識したケアの

実施など、日々の実践の中で積極的な行動をとれ

るようになっていたと考えられる。

　多重課題演習のようなシミュレーションは学習

者中心の教育である。

　阿部らは、「シミュレーション学習の核は、

Debriefing と Feedback である」２）と述べており、

前者は学習者が振り返って自分の行動や思考につ

いて言語化すること、後者は指導者や仲間が気づ

いたことを学習者に伝えることであると説明して

いる。

　新人看護職員の主体的な学習をサポートするた

めには、多重課題演習の場面をどのように振り返

るかが重要であり、2012年度は特に工夫した点で

ある。

　今回の演習において、学習者である新人看護職

員が自ら振り返り、その後新人同士で振り返り互

いに引き出し、学びあうことでの気づきは多かっ

た。そしてこの振り返りは、実際の患者対応の場

状が発生すると、混乱や動揺が起こってしまうこ

とがわかった。また、その状況の中で、予定変更

に対する行動計画の立て直しがひじょうに困難で

あることも明らかになった。このように、複数の

看護行為、複数の人との関わりの中で優先度を考

えることの困難性については、先行研究において

も指摘されており、さらに臨床の現場では、医師

や他職種との関わりが発生するために、より多重

の課題となり、新人看護職員のリアリティショッ

クをもたらすことも明らかにされている。

　また、新人看護職員は多重課題に対する優先度

決定において、患者の「生命の危険度・重症度」

を考慮する必要性は認識しているものの、実際の

場面においての判断は困難であることも指摘され

ている１）。また、この生命の危険度を判断するた

めにはより正確なフィジカルアセスメント力が必

要である。今回、高機能シミュレータを使い、生

命に影響を及ぼす変化をキャッチできるかをみた

が、アラームに気づかなかったり、危機的な不整

脈の判断ができなかったりする場面があった。ま

た、設問の中で、「優先順位を判断する場面がなかっ

た」と答えた人が９名いたことからみても、今後

のフィジカルアセスメント力向上は重要な課題で

あると考える。さらに、「すべての患者にきちんと

対応しよう」と思うと、新人看護職員にとっては

ますます優先度の判断を困難にしてしまうと考え

られる。また、複数の医療スタッフの中から誰を

選択し、報告・応援要請をするのかが難しく、対

応が遅れてしまう場面も見られた。

　次に演習６ヵ月後の記述内容の分析から、新人

看護職員は今回の多重課題演習を経験したことで、

臨床の現場では「多重課題場面は日常である」と

わかり、予測して行動できるようになったことで、

【多重課題場面での感情のコントロール】ができ、

より落ち着いて優先順位を考えながら対応できる

ようになったと考える。また、演習の振り返りを

通して、「自分で何とかしなくては」という思いか

ら、自分で対応できる範囲の限界を自覚し、タイ

てずに優先順位を考えるようになった」「割り込み

業務があっても焦る気持ちが軽減した」など、【多

重課題場面での感情のコントロール】ができるよ

うになっていた。また、「一人で抱え込まない」「ス

タッフや上司に相談、依頼するようになった」な

ど、【他者からの支援を自発的に要請】するように

変化していた。また、多重課題場面に限らず、「他

スタッフとのコミュニケーション量が増えた」と

自覚していた。「部屋全体に目を配る」「他のスタッ

フや他職種の行動をよくみる」など、【視野の広が

り】を自覚し【患者の安全を意識したケアの実施】

を心がけていた。一方で、「知識、技術の不十分さ」

「アセスメントがタイムリーにできていない」など

の課題を自覚しており、【継続的学習による看護技

術、知識、アセスメント能力獲得の必要性】を感

じていた。

Ⅵ．考察
　演習直後の評価から、多重課題場面における新

人看護職員の傾向として、次のような内容が明ら

かになった。新人看護職員は、複数の看護行為お

よび複数の人との関わりに加えて、あらかじめ持っ

ている患者の基礎情報に基づきケア計画を立てて

いても、予定が変更されてしまう患者の訴えや症

低かった。ポータブルトイレの配置や酸素の流量

確認が不十分という記述があった。【説明と同意、

接遇】の７つの設問については、一人ひとりへの

声かけ、目線を合わせる、丁寧な言葉遣いなどの

評価は高かったが、自己紹介のしかたが患者にわ

かりにくかった、患者に納得のいく説明ができな

かった等の評価があった。【他のスタッフへの報告、

応援要請】の３つの設問については、他のスタッ

フへの応援要請の行動は起こしたものの、要請の

タイミングについては否定的な意見が多かった。

　演習直後のディブリーフィング後の記述内容：

演習を体験した職員は、「あせって真っ白になって

しまった」「緊張してしまい、普段の対応ができな

かった」と反省しながら、「自分の行動やくせなど

に気づくことができた」「自分のできる範囲を知る

ことが大切」「他者の意見を聞くことで、多方面か

ら物事をとらえられる」「具体的にどう行動すれば

いいのかがイメージできた」など、を自覚していた。

方法（2）について
　演習６ヵ月後に意識している変化についての記

述内容から、５つのカテゴリに分類した。以下「　」

は実際の記述内容、【　】はカテゴリ名を示す。

　新人看護職員は「多重課題場面だと意識し、慌
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積極的な行動をとれるようになったことの自覚で

あった。

引用・参考文献
１）那須淳子，大室律子：新卒看護師の看護ケ

ア上の多重課題に関する実態調査，日本看護

学会論文集　看護管理，38，95-97，2008

２）阿部幸恵，大滝純司：シミュレータを活

用した看護技術指導，日本看護協会出版会，

2008

３）佐居由美他：新卒看護師のリアリティショッ

クの構造と教育プログラムのあり方，聖路加

看護学会誌，11（１），100-108，2007

４）阿部幸恵：看護のためのシミュレーション

教育　はじめの一歩ワークブック，日本看護

協会出版会，2013
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ナルへの成長，同文舘出版，2006

面ではゆっくり行えない現状がある。

　ディブリーフィングとフィードバックに時間を

かけ、納得できるまでくり返し行うことができる

のが、多重課題演習のようなシミュレーション学

習のメリットである。演習６ヵ月後に新人看護職

員が自覚していた変化が、ディブリーフィングの

効果であるとは言い切れないが、きっかけになっ

たことは確かである。

　以上のことから、演習に参加した新人看護職員

に特徴的な変化をもたらしたのは、①多重課題演

習の具体的体験、②研修目標に沿った自己評価、

③ディブリーフィングを活用した主体的な振り返

り、の３つが影響していると考えられた。

　新人看護職員に起きた変化を維持、促進してい

くためには、ＯＪＴでの指導者のかかわりが重要

になる。たとえば新人看護職員の自己評価が指導

者の評価よりも低い項目については、指導者が意

識的にポジティブフィードバックしていくなどの

支援が必要である。また、新人看護職員の自己評

価が指導者の評価よりも高い項目は新人看護師の

課題であるため、そこに自分たちで気づけるよう

促していく指導者の役割発揮が期待される。

　また、指導者にとって多重課題演習をともに体

験することは、自分たちの指導スタイルについて

の気づきや課題を明確にできる好機と考えられる。

今後は、今回明らかになったことをもとに、新人

看護職員の主体的学習を促進して実践に変化をつ

くり、その変化を持続できるような教育環境づく

りを目指していくことが課題である。

Ⅶ．結論
　多重課題演習を体験した新人看護職員が演習

６ヵ月後の実践の中で自覚した変化の特徴は、「多

重課題場面は日常であるとわかったこと」「自分の

対応できる範囲の限界を認識したこと」などの経

験の概念化、「予測した行動をとる・優先順位を

考えた行動をとる・他者からの支援を自発的に要

請する・患者の安全を意識したケアの実施」など、

組織医療の質向上に貢献する
事務部門の役割

埼玉協同病院　事務部　野田邦子
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刺するようになっ

た。原則として消毒

後は消毒部位には触れず、滅菌手袋を着用するよ

うになった。診察時間外の麻酔科の診察室を使用

し、プライバシーの確保された個室で実施するよ

うになった。麻酔科外来の部屋で責任医師が待機

し、緊急時の対応も迅速にできるようにした。パ

ンフレットを用いて遅発性ＶＶＲを含む採血後の

注意点を説明するようにした。

【考察】
　専門知識を持ったスタッフが対応することで学

会推奨の手順を遵守できるようになった。その結

果、①製剤の安全性向上、②患者の安全性向上、

③診療科医師、看護師の負担軽減に繋がると考え

る。当院の自己血輸血の大半を占める整形外科よ

り中央化を強く望む声が寄せられており、採血を

中央化することで、自己血輸血実施症例数の増加

が見込まれる。

＊第27回日本自己血輸血学会学術総会で発表。

学会査読済みです。

【目的】
　2012年、当院の自己血採血の現状を把握するた

めにアンケート調査と視察を実施した。その結果、

消毒方法は統一されておらず、素手に消毒薬を塗

布している医師がいること、穿刺後医師は診療に

戻り全身状態観察や抜針などは看護師が業務の片

手間に行っていることが判明した（第26回日本

自己血輸血学会学術総会で報告）。これらの問題は

早急に改善されるべきであるが、採血が各科に任

されている現状では短期間での標準化は困難であ

る。そこで、自己血輸血看護師が中心となって採

血するシステムを確立することで、現在より安全

な採血を行えるのではないかと考え、採血の中央

化へ向けての取り組みを試みたので報告する。

【対象と方法】
　対象は採血の中央化へ向け、事前に主治医およ

び輸血責任医師からインフォームドコンセントを

実施し同意を得られた患者である。対象患者につ

いて麻酔科外来を使用し、責任医師監督のもとで

自己血輸血看護師が自己血採血を実施するという

方法で試験運用を実施中である。

【結果】
　消毒は、アルコール＋ポピドンヨードを使用し

２分以上乾燥させるという学会基準を遵守し、穿

対象：自己血採血をしている整形外科、外科、泌

尿器科、産科、婦人科の医師17名

内容：①消毒方法、②採血場所、③穿刺時に血管

を探る場合の滅菌手袋の使用、④穿刺時輸

血のクレンメ使用状況、⑤採血中の攪拌の

項目を選択式で実施した。

期間：2011年 10月

２．現場調査

　当院で自己血採血件数が多い整形外科外来の自

己血採取現場を視察し、医師がどのように実施し

ているかをアンケート調査項目に準じて調査した。

３．倫理的配慮：アンケートは無記名とし、得ら

れたデータは研究のまとめ以外には使用しない

ことを説明し、用紙の提出により同意を確認した。

結果
１．アンケート結果（図１参照）

・消毒方法はポピドンヨードのみで、１回消毒

が１人、２回が５人、３回が９人で最多であっ

た。アルコール＋ポピドンヨード１回が１

人、アルコール＋ポピドンヨード２回が１人

であった。

・採血場所は病室・診察室が７人、処置室が６人、

両方が６人であった。

・穿刺時血管を探る場合の滅菌手袋の使用は、

滅菌手袋使用が13人、未滅菌が２人、素手

が2人であった。

※日本自己血輸血学会　学会誌（日自輸血誌）「自

己血輸血」第26巻第１号に掲載されました。

Current	status	and	future	issues	of	our	hospital	

autologous	blood	collection	system:	

From	questionnaire	survey	and	spot	inspection

Hidemi	Kimura	and	Tomiko	Sakai	

Nursing	 department,	 Saitama	 cooperative	

hospital

Key	words：貯血式自己血輸血	（Preoperative	au-

tologous	blood	donation）

アンケート調査	（Questionnaire	survey）

採血手順	（Blood	collection	procedure）

はじめに
　安全な自己血輸血療法を実施する為には適切な

自己血採血の手順や実施体制の整備、患者の管理

が重要である。当院では2013年４月現在、学会

認定・自己血輸血看護師が３名いる。認定取得看

護師として学んだ自己血輸血に対する正しい根拠

に則り、当院で実施されている自己血輸血の現状

を把握するためにアンケート調査を実施した。学

会推奨の手順とアンケート結果から得られた当院

の実態をふまえて、今後の課題を検討したのでこ

こに報告する。

方法
１．アンケート調査（自記式質問紙）

当院の自己血輸血への取り組み
～採血の中央化へ向けて～

木村秀実１）

村上純子２）、酒井富子１）、森崎安子１）、吉田かおり１）

当院の自己血採血の実際と今後の課題
～アンケート調査と現場視察から明確化されたこと～

木村秀実、酒井富子

１）埼玉協同病院　看護部
２）埼玉協同病院　検査科
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じほう、東京、2009、p36-37

２）脇本信博、小松久美子：貯血式自己血輸血．

脇本信博（編著）、実践・輸血マニュアル～自

己血輸血から輸血療法全般の理解を求めて～、

医薬ジャーナル社、大阪、2012、pp78-99

※ 2013年５月 23日受稿、2013年８月５日掲

載受理

空気の混入の可能性があると分かった。採血中の

攪拌は適宜されていたが、常時ではないことが問

題であった。

　以上のことから当院の自己血貯血は採血場所、

消毒方法や手技が各科任せになっており、穿刺時

に素手で行うなどの実態から、学会推奨の手順２）

で採血ができておらず、自己血の細菌汚染、空気

混入によるトラブル発生の危険性が高い状態であ

る。このトラブルを回避し、患者に安全な自己血

輸血を提供していく為に手順の遵守が必要である。

　視察の状態では採血針留置後医師がその場から

離れるため、異常の早期発見が看護師の技量に委

ねられる。しかし、看護師も外来の対応をしなが

ら観察を行っている状態であった。この状況では、

十分な観察が行えず副作用を見逃す危険が考えら

れる。血管迷走神経反応（ＶＶＲ）をはじめとす

るさまざまな副作用を予防・早期発見し、患者の

安全を確保するために観察に専念できる環境を整

え、看護師は専門知識を深め、アセスメント能力

と対応力を高める必要がある。

　まずは、院内の自己血採血の適切な実施管理体

制への移行の必要性をアピールし、その具体的な

方法として、自己血採血を中央化し、専門知識を

持った医師、看護師を配置していくことが、患者

にとって安全な環境整備の第一歩となる。

終わりに
　当院での現状を把握し、明らかになった課題を

達成していくために、自己血輸血看護師として発

揮していく役割をあらためて認識することができ

た。今後は、他のスタッフに段階的に自己血輸血

の知識を広める取り組みを継続しながら、自己血

採血の質向上に努めていきたい。

文献
１）厚生労働省：輸血療法の実施に関する指針．

改訂版、輸血製剤の使用にあたって、第4版、

・穿刺時血液バッグのクレンメは、

閉じている10人、閉じていないが

7人であった。閉じていないと回答

したほとんどが穿刺時の逆血がわか

りにくいからと答えていた。

・攪拌は常にしているが12人、時々

が５人であった。

２．視察結果

・自己血採血時の採取方法に着目し

て、外来で採血を観察した。対象

の医師は採血部位をアルコール消毒

１回、イソジン２回消毒を行い、採

血者の指（素手）にイソジンを着け

穿刺部を触りながら採血をしていた

（写真１）。

・診療の合間に医師が穿刺し、穿刺

後医師は診療に戻っていた。

・全身状態の観察や抜針などは外来

の対応もしながら看護師が行ってい

るような状況であった。

考察
　輸血療法の実施に関する指針１）

には「自己血輸血は院内での実施管

理体制が適正に確立している場合

は、同種血輸血の副作用を回避し得

る最も安全な輸血療法である。」と

ある。当院の消毒方法は学会推奨の

手順で実施して

いるのは僅か１

人であった。消

毒方法において

は採血時に素手

で実施している

医師が２人おり、

採血時のクラン

プは閉じていな

いが７人であり、

図１　アンケート結果

写真１　 穿刺前の採血者の指消毒
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　「若年妊産褥婦」では、年代は16歳から 21歳

であった。学生であり、学校を中退する事例や、

休学し家族の支援を受けながら育児と学業に取り

組む事例、経済的に困窮している事例もあった。

　「外国人」の中には、全く日本語が通じない、夫

も外国人で文化が違い、日本の妊娠出産育児事情

への理解に乏しい、日本語もある程度わかり現在

問題はないといった事例があった。

　「虐待／非虐待歴」では、各年度ともに少ないが、

子育ての仕方がわからない、自分も虐待してしま

うのではないかという不安を抱えた事例や、ネグ

レクトをして通報されているが自分で認識できて

いないという事例があった。

　「ハイリスク児」の内容は、早産児、低出生体重

児、染色体異常、多発外表奇形、心疾患があった。

中には、当院で出産したが新生児が他院へ搬送と

なり母児分離となり育児行動が取れなかった事例

を含む、継続支援が必要とされた事例もあった。

　「多産／飛び込み出産」では、多産は４人目、５

人目、８人目の出産に対し送付されていた。多産

で育児行動には何も問題はないが、子どもの人数

が多いために育児の担い手が足りずに、新生児の

体重増加が緩慢となり小児科医より児童相談所へ

連絡した事例があった。飛び込み出産は、経済的

に困窮しており、妊婦健診がうけられなかった事

例や、妊娠に気がつかなかったという事例であった。

　「死産等の経験がある」では、妊娠中期に子宮内

胎児死亡を経験した事例と、生後乳児期に子ども

が他界した経験を持つ事例があり、妊娠出産育児

がうまくいくかどうかと不安を抱えていた。

　「その他」の項目では、「育児不安がある」が最

も送付件数が多かった。当院では、出産退院後に

産後のフォローとして、産褥新生児（家庭）訪問、

産褥外来、体重チェック、電話訪問を行っており、

１ヵ月健診までの間に何かしらの支援をしている。

家庭訪問の現場では、ＥＰＤＳ（Edinburgh	Post-

natal	Depression	Scale：エジンバラ出産後うつ病

尺度）を用いて、母の産後の気持ちや赤ちゃんへ

Ⅴ．結果

１．健やか親子 21 看護連絡表送付件数（表１）

　各年度ともに、初産婦が60％以上を占めた。

２．送付目的
　「看護連絡表」には、「連絡を必要と感じた理由」

を選択する項目がある。その内容は以下の項目で

ある。「精神疾患がある」、「精神状態不安定」、「知

的・身体障害がある」、「若年妊産褥婦」、「外国人」、

「家族機能に問題」、「虐待歴・非虐待歴」、「ハイリ

スク児」、「多産・飛び込み出産」、「死産等の経験

あり」、「その他」。

　その内訳（表２）については、送付目的が重複

している事例もあるため、のべ件数で集計した。

　パーセントで表記した数字は、各年度での、健

やか親子21看護連絡表送付件数に占める割合で

ある。

　「家族機能に問題がある」が、最も送付件数理由

として多く、その内容には、家族のサポートが得

られない・少ない、高齢初産のため育児の担い手

が高齢で支援を得にくい、ＤＶを受けている、シ

ングルマザー、別居していて支援が受けられない

などの理由があった。また、結婚よりも妊娠が先

行し、夫や自分の家族との不仲となったり、夫の

家族と十分に人間関係が形成されないまま過ごし

たり、支援が得られにくいという事例があった。

　次に送付理由として多かったのは「精神疾患（既

往）がある」「精神状態不安定」であった。精神

疾患では、統合失調症、強迫性障害、パニック症

候群、不安神経症、覚せい剤使用歴あり等があり、

現在治療中や、再発、治療はしていないが妊産褥

婦期間において再発する可能性もあることから送

付されている事例もあった。また、「精神状態不安

定」では、精神疾患が既往にあって不安定な事例と、

もともと既往はないが妊娠中や産後に不安定にな

る事例とがあった。

健所や保健センターと地域連携するための看護情

報提供用紙であり、医療スタッフが、地域連携が

必要と判断した母子について連絡するものである。

Ⅲ．研究目的
　当院から「健やか親子21看護連絡表」を保健

所や保健センターに送付することにより周産期に

おいて地域連携をしている母子についての現状を

把握することと、当院が地域から求められている

ことを検討することである。

Ⅳ．研究方法

１．研究対象
　2008年４月（2008年度）から2012年３月（2011

年度）に出産し、当院から「健やか親子21看護

連絡表」を保健所・保健センターに送付した事例

からデータ収集を行った。

２．データ収集内容
　上記の「健やか親子21看護連絡表」の件数と

内容を集計した。そして、送付目的の確認のため

に電子カルテを用いて情報収集を行った。また、

全分娩件数、初産婦と経産婦の数は、当院管理の

分娩台帳から集計を行った。

３．倫理的配慮
　情報収集や集計の過程では、個人情報が特定で

きない方法で集計した。

※キーワード（３つ）　①「健やか親子 21」　②地

域連携　③虐待予防

Ⅰ．はじめに
　近年、周産期をめぐる動向として、初婚年齢の

上昇、初産年齢の上昇、出産年齢の高齢化という

のは周知のことである１）。さらに、核家族化が進

んでいる近年、近所付き合いの希薄化も重なり、

家族以外に相談できる人がいない、出産年齢の高

齢化から育児の支援者が高齢化し担い手が少ない

など、一般的に妊産婦が孤立しているように思わ

れる。

　当院は、中規模総合病院であり、専門外来が充

実していることから、持病のある妊産婦が地域医

療機関から紹介されて周産期を管理する立場にあ

る。また、身体的なリスクがなくても、心理・社会・

経済的なリスクを抱えた家族もあり、そういった

妊産婦が地域で孤立してしまわないためにも、私

たちは地域連携を行っている。これは、国の施策

である「健やか親子21」の一つであり、地域保健

所・保健センターと連絡を取り、周産期から継続

的な支援が必要と思われる人を支援していくもの

である。

Ⅱ．用語の定義
　「健やか親子21」とは、21世紀の母子保健の取

り組みの方向性と目標や指標を定め、関係機関・

団体が一体となって取り組む国民運動である。「健

やか親子21看護連絡表」とは、母子に関して保

当院産婦人科での周産期地域連携に関する
報告と考察

埼玉協同病院　助産師　祐川志帆
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院における子ども虐待対応の現状と課題−病

院システムづくりのための基礎調査− .日本

赤十字看護学会誌 .７（１）.P85-90.	2007.

８）島尻和子 .「こんにちは赤ちゃん事業」に

おけるＥＰＤＳの思考と有効な支援のあり方

についての研究−育児不安の軽減と虐待防止

に役立てるために− .保健の科学 .53（７）.

P467-471.

９）三品浩基、三品瞳、森田優治 .小児科診療

における産後うつ病スクリーニング尺度の活

用 . 日本小児科学会雑誌 .115（３）.P597-

602.	2011.

10）井上寿美：周産期医療を組み込んだ子育

て支援をめぐる研究の動向と課題．社会福

祉学部研究紀要．第 14 巻第２号 .P21-30．

2011.3．

11）山崎嘉久：子育て支援に視点をおいた医療

機関から保健機関への連絡方法に関する検討．

周産期医学 .36（８）.P963-968.	2006.

利用や出生連絡表の送付について等の情報提供を

積極的に行い、希望を確認していくことも重要で

あるし、「本人の同意は得られていないが、地域の

目でもみていってほしい」との希望を含めての連

絡表の送付は重要ではないかと思われる。

Ⅶ．今後の課題
（１）周産期において、子育てに困難をきたす要因

を把握した時点から、早期に地域や他職種との

連携が必要である。

（２）子育てに困難をきたす要因に気がつくための

私たちの感度をあげるためにも、さまざまな疾

患や虐待についての知識を増やしていく必要が

ある。

（３）母のうつ状態の確認と、育児不安の発見のた

めに、客観的な尺度としてエジンバラ出産後う

つ病尺度評価（ＥＰＤＳ）は頻度を増やして活

用していく。

引用文献
１）平成23年人口動態統計　厚生労働省

２）伊吹麻里、中村歩美、中野真希他：核家族

における乳幼児期の母親の育児不安──育児

不安に影響する人的環境要因──藍野学院紀

要。18.	P105-111.	2004.

３）田淵麻衣：統合失調症を持ちつつ妊娠・

出産した母親への支援を通して。地域看護．

40.p104-109．2009

４）安達久美子、恵美須文枝、小川久貴子：統

計から見た10代の女性の出産 .思春期学 .24

（２）.P407-414.2006.

５）渡邉茉奈美：「育児不安」の再検討──子ど

も虐待予防への示唆── .東京大学大学院教

育学研究科紀要 .51.P191-202.2011.

６）小野直子、川野理恵、森下映子他：患者や

家族が安心して退院できるような継続支援の

あり方の検討 .母性看護 .41.p89-91．

７）上杉みつえ、河野順子、山本美智子他 .病

唆された。

　また、周産期という時期は、ライフサイクルの

中で精神障害を起こしやすい時期でもある。精神

疾患既往、精神状態不安定、アルコール依存、妊

娠中の喫煙、若年妊娠、高齢出産、外国籍、年齢、

低学歴、ＤＶ、父親の参加度の低さ、など多くの

因子により育児不安を招き４）５）６）７）、それらは虐

待のリスクとなりうるために、私たちは生育歴か

らの情報収集を行い、状況がわかった時点で、そ

れぞれの時期にかかわる専門職が連携をとり、早

期から対処していくことが重要である。

　上杉ら７）が言うように、さまざまな要因が虐待

のリスク因子になりえることの周知と、関わるス

タッフの「この方が気になる」という感性も大事

でそれを磨くためにも、院外講義への参加などに

よりスキルアップしていく必要がある。

　また、育児不安や産後うつを早期に発見し、早

期に介入するためにも、エジンバラ出産後うつ病

尺度評価（ＥＰＤＳ）が客観的スケールとして活

用されるようになっている８）９）。当院でもそれを

利用し、通常のかかわりの中からは見つけられな

い、母のうつ状態や育児不安が把握でき、そこか

ら地域連携につながった事例がいくつもある。地

域保健機関からの返書によると、私たちが思って

いた以上に支援を必要としていた、退院後にそう

いった気分になっていったという事例も多々あっ

たために、このスケールはとても有意義だと感じ

ている。現在は、川口市在住の家庭訪問時に限っ

て実施しているが、それ以外の妊産褥婦も多いた

めに、活用していくことも大切だと感じている。

　その一方で、子育て支援自体が、とても抑圧的

なものではないかという意見もある 10）11）。山崎の

研究では、医療者と患者の間に、保健サービスの

利用に対する認識のずれがある 11）という報告もあ

る。医療者が必要と判断したケースよりも実際に

は支援を必要としているケースが多いこと以外に、

当院でも、本人が地域連携を希望しないといった

事例がある。そういった場合には保健サービスの

の気持ちをアンケートしているが、そこで高得点

となった（産後うつのリスクがある）事例もあった。

また、精神疾患はないが、目が合わない、多弁多動、

心配性、自己中心的、といった助産師の視点でネ

グレクトや育児困難となりそうな「母のキャラク

ターが気になる」事例の送付があった。

　また、東北大震災のあった2010年度と翌2011

年度には、被災地妊婦の受け入れ事例や、放射能

への心配から地方へ被災する事例、放射能や地震

への恐怖から育児不安となる事例もあった。

３．2011 年度年齢（５歳階級）別出産件数（表３）

　初産婦経産婦ともに30～ 34歳での出産件数が

最も多く、厚生労働省報告の、人口動態統計１）と

一致していた。出産最低年齢は16歳、最高年齢

は46歳であり、ともに初産婦であった。

４．返書件数（表４）

　健やか親子21看護連絡表を送付した後、保健所・

保健センターの保健師や助産師が情報を持って家

庭訪問や電話訪問にて経過をみてくれる。その結

果が返書として送られるが、その受け取り件数は

表４のとおりである。パーセントで表記した数字

は、送付件数から占める割合である。

　若年で問題はなくても、地域連携後の返書にて、

送付した結果よかった（夫とトラブルあり、支援

が必要となった）という事例があった。

Ⅵ．考察
　「家族機能に問題がある」や「育児不安がある」

ために継続支援が必要と判断している母親には、

支援者が誰になるのか、その人は困ったときにす

ぐに手を貸してくれる距離（精神的にも物理的に

も）にいるのかどうかなどを、妊娠経過中から確

認しておく必要がある。「育児不安がある」のは経

産婦よりも初産婦が多いという報告もあり３）、特

に、初産婦に対しては産褥退院後に顔を合わす機

会、支援の場を設ける必要があるということが示
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＊キーワード：①透析患者　②フットチェック　

③リスク分類

	

【はじめに】
　当院の透析室では、2010年より院内のフットケ

アチームで使用している糖尿病患者用のチェック

シートを使用していたが、継続したフットケアに

繋げることが困難であった。

　今回、透析室用にチェックシートを見直し、Ｔ

ＡＳＣⅡのＰＡＤの指標（ＡＢＩ）を参考にリス

ク分類表を作成しフットチェックを実施したので、

現状の報告と今後の課題を検討する。

【対象】
実施対象者：外来通院中の透析患者53名中23名

性別：男性14名、女性９名

　　　平均年齢：65± 11歳	

平均透析歴：91± 60月　糖尿病（+）：14名

【方法】
実施期間：2013年７月１日～８月20日

観察項目：年齢・性別・ＤＭ有無・ＡＢＩ・

Fontaine分類 /

動脈触知・知覚チェック・皮膚や爪の状態など

リスク分類：Ａ～Ｆの６段階、段階ごとにフォロー

間隔を分類（表１）

倫理的配慮：結果から個人情報が特定できないよ

う配慮した。

【結果】
ＡＢＩ：0.91～ 1.40　19名、0.90未満 3名、測

定不可１名

Fontaine 分類：Ⅰ度 18名、Ⅱ度５名、Ⅲ・Ⅳ度

０名

動脈触知：すべて良好15名、１ヵ所でも弱いor

触知不可８名　

知覚異常あり：４名、皮膚・爪の異常あり：20名

図１　リスク分類結果

【考察】
　ＡＢＩが0.9未満で少なくとも毎月観察を要す

るＤの患者は３名（図１）、うち２名がＤＭ（+）

当院透析室でのフットチェックにおける
リスク分類の試み

埼玉協同病院　看護師　高橋千賀　　共同研究者　宮広春美
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の記録から振り返る。

２．Ｅ病棟看護師 26 名への記述式アンケート調

査（多職種連携・在宅緩和ケアに関する意識・

考え）

研究期間：2012年４月～2013年１月

倫理的配慮：Ｄ氏・Ｄ氏の家族・Ｅ病棟看護師に

本研究を行う旨を伝え、研究のまとめ・発表に

あたっては個人が特定されないよう配慮するこ

とを説明し、同意を得た。

【事例紹介】
　Ｄ氏、66歳、男性、非小細胞がんStageⅣ、Ｃ

ＯＰＤ

治療経過：2011年気管支鏡検査にて非小細胞が

んStage ⅢＡと診断され胸部放射線療法を実施。

その後Ａ病院にて初回全身化学療法を実施し寛

解。2012年１月再発と診断され、二次化学療

法を実施したが効果がみられず緩和治療に切り

替える。４月より呼吸困難が出現。在宅酸素療法・

在宅モルヒネ持続皮下注を導入し、６月１日自

宅へ退院となるが７月10日自宅にて永眠される。

Ⅳ．研究結果
１．緩和ケアに携わった職種とＤ氏との関わり

①病棟看護師：週１回病棟カンファレンスの参

加、月１回緩和カンファレンスの参加、妻への

介護説明、病状説明時の同席、ＰＣＡポンプ学

習会への参加、療養支援会議への参加、Ｄ氏・

妻へ退院指導、往診の同行、②病棟担当医：Ｈ

Ⅰ．はじめに
　近年癌患者の在宅での死亡率は上昇している。

Ａ病院での往診がん患者の在宅死亡数も年々増加

傾向である。全国には緩和ケア病棟・ホスピスは

121施設ある。しかしＢ県内には２施設、そのう

ちＣ市内には１つもないのが現状である。緩和ケ

ア病棟 ･ホスピスの絶対的不足がある現状の中で、

一般病棟に求められる緩和ケア・在宅緩和ケアへ

のニーズが高いことがわかる。末期がん患者の緩

和ケアにおいて患者・家族のニーズは多岐にわた

り、看護師だけではこれらのニーズを満たすこと

は困難である。そのため必要な医療や介護・福祉

サービスを提供するために、それぞれの分野で専

門的知識を持っている多職種によるアプローチが

必要不可欠となってくる。今回、在宅緩和ケアに

移行したＤ氏の事例に関わった。その関わりを振

り返り、一般病棟での多職種による緩和ケアの中

で看護師の役割を考えたいと思い研究に取り組ん

だ。

Ⅱ．研究目的
　Ｅ病棟より在宅緩和ケアへ移行したＤ氏の事例

を通し、多職種と連携し在宅緩和ケアへの移行の

プロセスを振り返り、その中で看護師の役割を考

察する。

Ⅲ．研究方法
１．在宅緩和ケア移行のために、多職種がどのよ

うに連携しＤ氏と関わってきたかを電子カルテ

透析歴12～ 13年と長期透析患者であり、他の危

険因子からもＰＡＤ悪化のハイリスク状態である。

　ハイリスク患者には積極的に関わることができ、

重症化の予防や患者の意識付けにもなる。

　リスク分類を行うことで、患者全体の把握もし

やすく、ケア間隔が明確となるため継続したフッ

トケアを行う上で効率的であると考える。

【今後の課題】
　今回のリスク分類はＡＢＩと皮膚や爪の異常か

ら分類する簡易的な分類であるが、他の危険因子

も踏まえ総合的にアセスメントできるよう今後検

討していく。

　また、フットケアには不可欠な専門科へのアプ

ローチ強化、フットケアの充実、患者・スタッフ

の足に対する意識向上を目指していく。

参考文献
１）日本透析医学会雑誌、44 巻５号、2011、

第８章

２）ＴＡＳＣⅡWorking	Group、日本脈管学会・

訳、下肢閉塞性動脈硬化症の診断・治療指針

Ⅱ（日本脈管学会、編）、東京、メディカルト

リビューン社、2007

多職種連携による在宅緩和ケアへの移行と
看護師の役割

医療生協さいたま　埼玉協同病院　山田亜矢
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論的整理、社会福祉学、40（２）、17− 37、

2000年

２）中脇恵美、公文忍、大畠美智子、小笠原須奈子、

岸本智容子：他職種からみたチーム医療にお

ける看護師の役割　第37回日本看護学会抄

録集　看護総合、241、2006年

し在宅緩和ケアの調整では、61％が多職種連携で

困難を感じていた。理由は、連携に関する知識の

欠如やコミュニケーション不足、多職種間の考え

の相違であった。また現在の病棟での緩和ケア・

在宅緩和ケアへの移行方法は、45％があまり満足

していない・満足していないと回答している。そ

の原因として看護師の未達成感や知識・技術不足

などがあげられた。

　松岡１）は、専門職連携の障壁として、①周辺環

境（専門職間の権力格差、ジェンダー格差、組織

の連結程度）、②専門職自身（各専門職の価値観

や行動様式）、③展開上の問題（連携に関する知

識の欠如）をあげている。この３点が病棟看護師

の直面している壁であると考える。そのため、お

互いの専門性を生かしたチーム医療を展開するた

め、看護師自身の専門性を高めることが重要であ

る。その上で多職種連携のためのスキルを身に付

けていく必要がある。

　またアンケートから、緩和ケア患者との十分な

コミュニケーションの時間が少ないことが看護師

の未達成感につながっていることもわかった。現

在Ｅ病棟では「私のシート」と題し、個々の患者

の病気に対する思いや受け止めをシートに記入し、

皆で情報を共有しようという試みを始めている。

このシートの活用により、今後多忙な業務の中で

も緩和ケア患者と向き合い、必要な情報を的確に

引き出すことができる第一歩になればと考える。

Ⅵ．結語
　今回、多職種連携での問題点、病棟看護師の思

いを知ることができた。今後一般病棟での緩和ケ

アや多職種連携方法についての教育・育成にも力

を注ぎ、より効果的な多職種連携によるチーム医

療を展開していく。

引用・参考文献
１）松岡千代：ヘルスケア領域における専門

職連携−ソーシャルワークの視点からの理

３人、在宅での疼痛の評価とコントロール３人、

患者家族の病識・受け止め１人、⑥緩和ケアの

在宅調整で多職種の連携が困難だと感じたこと

はあるか：ある61％、ない 39％、⑦困難だと

感じた理由は何ですか：チーム内のコミュニケー

ション不足６人、連携に関する知識の欠如２人、

多職種間の考えの相違２人、⑧現在の病棟での

緩和ケア・在宅緩和ケアへの移行方法は満足で

きるものか：満足している・まあ満足している

55％、あまり満足していない・満足していない

45％、⑨どのようなことが不足しているか：看

護師の未達成感４人、看護師の士気・知識・技

術不足３人、医療チームと患者家族間の意識・

考えの相違２人、⑩緩和ケアに関する学習会・

勉強会に参加したことがあるか：ある54％、な

い46％であった。

Ⅴ．考察
　今回Ｄ氏の事例では13もの多職種が協働し在

宅緩和ケアへの調整を行った。退院後、往診の際

Ｄ氏は「家でも安心、不安はないです」と話され

ていた。またＤ氏死亡後、妻は「苦しんだ時期は

短く、それまでは安定していたので良かった」「入

院中から皆さんに本当に良くしてもらった。たく

さん助けてもらって、家に帰れて本当によかった」

と話されていた。

　今回の事例では、定期的に多職種が集まり緩和

カンファレンスや病棟カンファレンスを行い、解

決策を検討することで、医療チーム内のコミュニ

ケーション力を深めてきた。また退院にあたり療

養支援会議を行うことでより患者や家族の希望に

沿った在宅ケアへの移行を行ってきた。自分自身

は一般病棟でここまで行えることに達成感を感じ

ていた。

　しかしＥ病棟看護師の在宅緩和ケアに対する意

識を調査した結果、その思いに反する回答を得た。

緩和ケアに関する勉強会参加率は54％であり、緩

和に対する意識は低くないことがわかった。しか

ＯＴ導入、在宅モルヒネ皮下注の導入、ＭＳＷ

へサービスの依頼、Ｄ氏・家族との面談、週１

回病棟カンファレンスの参加、③ＭＳＷ：サー

ビスの調整、療養支援会議の開催、週１回病棟

カンファレンスの参加、④往診医：週１回往診、

⑤往診看護師：療養支援会議の参加、ＰＣＡポ

ンプ学習会の参加、往診同行、⑥訪問看護師：

療養支援会議の参加、ＰＣＡポンプ学習会の参

加、週２回の自宅訪問、救急時の対応、⑦薬剤

師：入院中の内服薬管理 ･説明、麻薬導入、週

１回病棟カンファレンスの参加、⑧理学療法士：

リハビリ、呼吸訓練、週１回病棟カンファレン

スの参加、⑨栄養士：栄養管理、嗜好調査、週

１回病棟カンファレンスの参加、⑩ＰＣＡポン

プ業者 ｢新生｣ の職員：病棟にてＰＣＡポンプ

の学習会開催、Ｄ氏・妻へポンプ使用方法の説明、

⑪ケアマネジャー：療養支援会議の参加、週２

回自宅訪問、⑫ヘルパー：療養支援会議の参加、

週２回自宅訪問、⑬緩和ケアチーム：週１回緩

和カンファレンスの開催、疼痛コントロール方

法についてのアドバイス、パンフレットの作成

２．Ｅ病棟看護師へのアンケート調査

　26名にアンケートを実施、回収率は 100％で

あった。

　①多職種が関わる緩和ケアを行っている患者

を受け持ったことがあるか：ある 88％、ない

12％、②多職種連携での看護師の役割は：情

報の伝達・共有 13人、情報収集 13人、患者

家族のメンタルケア６人、患者の苦痛評価・コ

ントロール６人、知識の補充４人、連絡・調整

３人、③多職種が連携することでのメリット

は：多角的な観察９人、多角的な意見・考え７

人、個別化された医療・ケアの提供２人、客観

的な視点１人、④緩和ケアが必要な患者の在宅

調整に関わったことがあるか：ある 58％、な

い42％、⑤調整に関わるとき、どのようなこと

に気をつけているか：患者家族の意思・希望の

尊重８人、多職種での連携３人、退院後の生活
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り、合わせて７つの役割で構成されていると定め

た。【自己研鑽】は、他の役割カテゴリーに作用し、

その結果がフィードバックする一連の循環を繰り

返すことで、個人と組織の技能が更新・向上して

いくと考えた。以上の概念枠組みに従い、用語を

以下のように定義した。

３．用語の操作的定義
不妊治療診療所：ＡＲＴを実施する診療所。

役割遂行：概念枠組みにある７つの役割が、対象

者（個人およびその家族）や他の看護職者およ

び他の専門職者に対し実行され、効果的に作用

させている状態。

　なお、本研究の概念枠組みにおける、不妊症看

護認定看護師の７つの役割を以下のように定める。

①自己研鑽：自らの不妊症看護認定看護師とし

ての専門性を、更新・向上しアイデンティティ

を維持するために、不妊看護に関する最新の

知識を持つ。

②看護実践：患者とその家族に対して、個別的・

継続的なケアを提供する。

③相談・情報提供：患者とその家族が、治療の

選択やステップアップ、終結の時期について、

自己決定できるよう支援する。

④リーダーシップ：不妊治療に関わるスタッフ

の、知識・技術の全体的なレベルアップのた

めに、実践モデルを示しながら指導・相談を

の３つの役割を臨

床現場において十

分遂行しているこ

と、特に不妊治療

診療所に勤務する

不妊症看護認定看

護師は、不妊看護

中心に日常業務が

組まれ、大学病院・

公立病院勤務者と

比較して、明らか

に専門的な活動がなされていることを示した。ま

た森ら９）は、単科でシステム規模の小さい診療所

は、不妊看護においてその機能を生かしやすい環

境であることを示唆した。遠藤ら 10）の研究は、質

問紙調査による量的なものであり、具体的な役割

が明確になっているとは言い難い。そこで、遠藤

ら 11）が専門性を発揮していると示した、不妊治療

診療所に勤務する不妊症看護認定看護師の、具体

的な役割遂行状況を明らかにすることで、今後不

妊症看護認定看護師がより専門的な活動を実践す

るための示唆を得られるのではないかと考えた。

　本研究の目的は、不妊治療診療所に勤務する不

妊症看護認定看護師の、具体的な役割遂行状況に

ついて明らかにすることである。

２．研究の概念枠組み
　不妊症看護認定看護師教育基準カリキュラム 12）

で掲げられた期待される能力を参考に、本研究の

概念枠組みを作成した（図１）。なお、本研究の対

象者は、2011年までに教育を修了している者であ

ることから、2011年までのカリキュラムを基にし

た。

　不妊症看護認定看護師は、自ら研究や学会参加

を通して、不妊看護の最新の知識を得る。この役

割を、【自己研鑽】とした。その他に、【看護実践】、

【相談・情報提供】、【リーダーシップ】、【連携・協働】、

【倫理調整】、【リスクマネジメント】の役割があ

は、不妊治療患者数は推計46万 6900人におよび、

2006年には生まれる子どもの55人に１人がＡＲ

Ｔ児となり３）、今日高度な生殖補助医療は身近に

なりつつある。

　不妊治療中の女性が、身体的・心理社会的困難

を抱えて自尊心が低下し４）、悩みを１人で抱え込

み、孤立を深めていることがわかっている５）。し

かしながら、こうした女性に必要な看護が、提供

されているとは言い難い。渡邊６）は、ＡＲＴ実施

施設に勤務する看護職者が、不妊症患者の理解が

深まらず、患者との間に距離を置き、また一方では、

患者の体験に巻き込まれ、患者と同様の悲しみを

感じ、期待に応えられなかったと無力感を感じて

いることを示した。また患者の自己決定権を侵害

できない、医師の治療方針に口を挟めないという

認識から、自らの役割が分からず、介入できずに

いることを示した。そしてこのような困難・葛藤

は、看護職者が患者をステレオタイプで捉え、患

者 -看護職者間で援助的な関係が築かれていない

ことに起因することを明らかにした。つまり不妊

治療の現場には、看護が必要な患者が多く存在す

るにもかかわらず、看護職者側が困難感や葛藤か

ら、必要な看護を提供できていない状況が存在する。

　このような不妊に悩む患者個人、家族および集

団に対して水準の高い看護を実践し、他の看護職

に対する指導と、相談の役割も担う存在の育成が

期待され、2003年から不妊症看護認定看護師の育

成が神戸研修センターにて開始された７）。遠藤ら８）

は不妊症看護認定看護師が、「実践」「指導」「相談」

要旨
　本研究は、	不妊治療診療所に勤務する不妊症看

護認定看護師の、具体的な役割遂行状況を明らか

にすることを目的とする。不妊治療診療所に１年

以上勤務している、不妊症看護認定看護師８名を

対象に、半構成的面接法および質問紙法を用いて

調査を行った。分析の結果、【看護実践】、【リーダー

シップ】、【連携・協働】が多く語られ、【自己研鑽】、

【相談・情報提供】、【倫理調整】、【リスクマネジメ

ント】はあまり多く語られなかった。また、不妊

治療診療所は、【リーダーシップ】が遂行しやすく、

【連携・協働】が必要な職場特性があることが示唆

された。【相談・情報提供】は、治療の全期間にお

いて、強く意識される必要性が示唆された。【倫理

調整】においては、倫理的規定と倫理的能力により、

倫理的葛藤が生じにくいことが示唆された。そし

て、生殖医療における【リスクマネジメント】は、

不妊症看護認定看護師として欠くことのできない

役割であることが示唆された。

キーワード：不妊症　診療所　認定看護師

　　　　　　役割遂行　高度生殖補助医療　

１．緒言
　2006年末の日本産科婦人科学会報告１）による

と、高度生殖補助医療（Assisted	Reproductive	

Technology：以下ＡＲＴ）登録施設数は 575施

設で、年間約２万人の児がＡＲＴによって誕生す

る時代となった。平成14（2002）年度調査２）で

不妊治療診療所に勤務する
不妊症看護認定看護師の役割遂行

医療生協さいたま　埼玉協同病院看護部　北条　正子
埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科　大月恵理子
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見に行く、流産後の検診時に声をかける」「未入籍

の不妊治療希望者から、背景事情を傾聴する」「自

作の分娩施設一覧表を利用して、妊娠した患者に

適した分娩施設かアセスメントする」などと語ら

れていた。

　【相談・情報提供】のＶＡＳ値は、平均84.0± 8.9

（62～ 100）であった。コード数は17（8.5%）で、

対象者Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅから抽出された。【相談・

情報提供】は、患者とその家族が、『治療方法の選択』

（４）・『ステップアップ』（２）・『終結のタイミング』

（５）・『卵子提供・養子縁組』（６）について自己

決定できるよう、相談・情報提供を行うことであっ

た。「治療のステップアップ時にカウンセリング（治

療に関する情報提供、子どもを持つことに対する

思いの傾聴、夫婦関係の再認識を促す等）を行う」

「不妊治療を長期間続けている患者に対して、今後

の方向性と合わせて現在の治療状況について説明

する」「高齢で卵子の取れない患者、妊娠しない患

者等終結期の近い患者が治療の期限を決められる

よう促す」「卵子提供や養子縁組の説明時、将来的

に生じ得る問題（他者からの告知やＤＮＡ検査の

簡略化による不測の出自把握）についても夫婦で

考えるよう説明する」などと語られていた。

　【リーダーシップ】のＶＡＳ値は、平均79.9 ±

14.4（50～ 100）であった。コード数は53（26.4%）

で、対象者全員から抽出された。【リーダーシッ

プ】は、実践モデルを示しながらスタッフの相談

を受け、また自己研鑽で得た知識・技術を伝達し

　２）役割遂行の内容

　役割の全カテゴリーの平均ＶＡＳ値は、77.0±

10.4であった（表１）。また、面接から合計201コー

ドの役割コードが抽出された（表２）。

　【自己研鑽】のＶＡＳ値は、平均69.8± 17.5（26

～ 84）であった。コード数は13（6.5%）で、対

象者H以外の全員から抽出された。【自己研鑽】は、

不妊症看護認定看護師として求められる最新の知

識・技術を獲得するために、自主的に学会や講習

会に参加する、あるいは不妊症看護認定看護師の

ネットワークを通じて情報交換を行うことであっ

た。「学会・シンポジウムで発表する」「学会・研

修会・勉強会に時間が許す限り積極的に参加し情

報収集する」「学会に参加して、他施設の看護師と

の繋がりを深めていく」「他施設の不妊症看護認定

看護師にメールで相談・情報交換する」などと語

られていた。なお、学会参加回数は年に２～６回

であった。

　【看護実践】のＶＡＳ値は、平均 77.5 ± 12.6

（62～ 100）であった。コード数は50（24.9%）で、

対象者全員から抽出された。【看護実践】は、患者

とその家族の背景や心理状況を、把握・アセスメ

ントして、傾聴・生活指導・補足説明など、必要

な看護ケアを提供することであった。「初診時・治

療中の説明を行う」「決定した不妊治療が患者に

とって環境的、経済的に適しているか評価する」「Ｉ

ＶＦ後受精しなかった患者が気持ちを表出できる

機会や場所を提供する」「流産当日の患者の様子を

　４）分析方法

　逐語録の内容から、用語の定義にあげた7つの

役割をカテゴリーとし、その定義と照合し、当て

はまる文脈を抽出した。抽出した文章を、意味内

容を損なわないよう要約してコード化した。コー

ド数を数えて、全体数から各カテゴリーの割合を

算出した。

　５）倫理的配慮

　本研究は、埼玉県立大学倫理委員会の承認を受

け実施した。対象者に、研究協力は任意で、いつ

でも途中辞退でき、その際不利益が生じないこと

を説明・保証した。また機縁法によって対象者の

紹介を受けた後、対象者の研究協力の諾否は、紹

介者には伝えないこととした。個人が特定されな

いようにデータを記号化し、施設についても同様

とし、十分留意した。データは厳重に保存し、研

究公表後確実に破棄し、研究目的以外に使用しな

いことを保証した。

５．研究結果
　【　】はカテゴリーを、『　』はサブカテゴリーを、

「　」はコードを表す。

　１）対象の背景

　基準を満たし、同意を得られた対象者は８名で

あった。役職は７名が管理職（看護師長）で、１

名がパートタイマーであった。年齢の平均は、48

± 5.2 歳（42 ～ 58 歳）で、看護師経験年数は、

平均 24年５ヵ月±８年４ヵ月（11年 8ヵ月～

38年７ヵ月）であった。不妊症看護の経験年数は、

平均13年３ヵ月±３ヵ月（９年３ヵ月～19年）

で、不妊症看護認定看護師取得からの経過年数は、

平均４年３ヵ月±２年１ヵ月（２年～９年２ヵ月）

であった。勤務先の１日平均来院患者数は、平均

147± 81人（45～ 290人）で、ＩＶＦ＋ＩＣＳ

Ｉの年間治療周期数は、平均 1119± 1065 周期

（200～ 3600周期）であった。インタビュー時間

は平均40分 52秒±7分 45秒（26分 24秒～50

分 29秒）であった。

行い、また自己研鑽によって得た新しい知識

を提供する。

⑤連携・協働：患者中心の医療を提供するため、

スタッフ間で協力し、相互に補完しあう。

⑥倫理調整：個人・家族または集団の権利・秩

序を守るために、適切な倫理判断を行う。

⑦リスクマネジメント：個人・家族および集団

の安全を守るために、不妊治療の特性から生

じうる危機を事前に管理する。

４．研究方法
　１）研究対象

　研究対象は、不妊治療診療所に１年以上勤務し

ている不妊症看護認定看護師のうち、研究協力に

同意を得られた者とした。

　２）調査内容・方法

　調査には、半構成的面接法を用いた。主な調査

項目は、用語の定義に定めた不妊症看護認定看護

師の役割遂行状況である。面接の流れについて面

接ガイドを作成し、他領域の認定看護師 2名に

対して、プレテストを行った。その結果から、面

接ガイドの修正を行い、それに基づいて面接を実

施した。なお、面接に先立ち、質問紙によって

役割遂行程度について、０を「全くできていな

い」、100を「十分できている」と定めた、Visual	

Analogue	Scale（以下ＶＡＳ）を使用して調査した。

　また質問紙の内容には、対象者の属性も含まれ

ている。

　３）調査手順

　研究対象者としての基準を満たす、不妊症看護

認定看護師を、機縁法にて紹介を受けた。研究対

象候補者に対し、メールにより、研究の趣旨と倫

理的配慮が書かれた依頼文および質問紙を送付し

た。内諾が得られた候補者と、面接場所と日程の

調整を行い、質問紙の事前記入を依頼した。面接

の際に、再度文書と口頭で説明し、書面にて同意

を得て面接を行った。面接内容は、対象者の承諾

を得て、ＩＣレコーダーに録音し、逐語録とした。
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対象者８名中７名が看護師長であり、【リーダー

シップ】が遂行しやすい業務環境にあるため、コー

ドが多く抽出されたと考える。神坂ら 17）は、認定

看護師が能力を発揮できない理由として、管理職

と認定看護師の兼務を示し、管理職としての役割

遂行が優先され、認定看護師としての業務は後回

しにせざるを得ない状況にあることを述べている。

　しかしながら、不妊治療診療所に勤務する不妊

症看護認定看護師においては、管理職であるが故

に、勉強会等の教育機会を企画しやすく、また職

務権限があるためスタッフに対する相談・指導も

行いやすいことが推測される。

　２）多く語られなかった役割遂行

　本研究対象者があまり多く語らなかった役割は、

【自己研鑽】、【相談・情報提供】、【倫理調整】、【リ

スクマネジメント】であった。【自己研鑽】、【倫理

調整】、【リスクマネジメント】は、ＶＡＳ値も全

カテゴリーの平均より低くとどまっていた。

　【自己研鑽】においては、コード数だけでなく、

ＶＡＳ値も最も低かった。コード数が少なかった

理由としては、学会参加や研修会参加など、コー

ドの種類が限られていることが挙げられる。また、

対象者の自己設定目標が高い場合、達成感は低く

とどまりやすいことが推測される。つまり、本研

究対象者の自己研鑽に関する目標が高かったため、

役割遂行程度の自己評価も低くなった可能性が考

えられる。

　【相談・情報提供】において、ＶＡＳ値は高いが、

抽出コード数が少なかった。その理由として、ま

ず研究対象者と筆者との間で認識の差が生じ、研

究対象者が【相談・情報提供】として語ったことを、

筆者が【看護実践】として捉え分類した可能性が

高いと考えられる。これは、初診時のアセスメン

トや情報収集、理解度の判断を行いながら、必要

時【相談・情報提供】していることが、インタビュー

時に十分に語られなかった可能性が考えられる。

　岡本ら 18）は、面談内容の多くが、ＡＲＴへのス

テップアップに関するものであることを示してい

ＡＳ値は全カテゴリーの平均よりも高い数値で

あった。

　【看護実践】、【連携・協働】は不妊看護における

役割機能の中心的な要素であることから、様々な

具体的な実践が語られることになった結果である

ことが考えられる。森ら 14）は、不妊治療における

看護者の役割機能を構成する因子として、「不妊患

者の相談にのる因子」「不妊治療および医師と患者

の間をつなぐ因子」「不妊患者に診療時の配慮をす

る因子」「不妊（治療）と関連する職種・機関と共

同する因子」を抽出した。これら４因子はそれぞ

れ本研究のカテゴリーにおいては【看護実践】、【連

携・協働】に相当する。不妊治療診療所に勤務す

る不妊症看護認定看護師は、遠藤ら 15）の研究結果

と同様に、不妊看護の中心的な役割を十分遂行し

ており、またそれを認識し不妊症看護認定看護師

としての自己の価値を確認できていることが示唆

される。

　【連携・協働】が多く語られた理由としては、不

妊治療診療所には日常的に【連携・協働】が必要

な職場特性があることが考えられる。ＡＲＴに携

わる職種は、医師・看護師・胚培養士・臨床心理士・

不妊カウンセラー・遺伝カウンセラー・栄養士な

ど多岐にわたること、また職場の規模によっては

看護師の数も少なく、他職種との連携が職務上必

須であると考える。自助グル―プなど、外部組織

との協働の機会もある。遠藤ら 16）は、他職種との

調整は、本来専門看護師に求められる役割である

が、不妊看護領域の現場においては、必要な事項

であると述べている。確かに、不妊治療診療所に

勤務する不妊症看護認定看護師にとって【連携・

協働】は、欠くことのできない役割であり、日常

的に遂行され、またそれを認識していることが示

唆される。

　そして【リーダーシップ】が多く語られていた

理由としては、【リーダーシップ】に含まれる内

容と、管理職（看護師長）としての仕事において、

共通している部分があることが推測される。研究

針を医師と協議することであった。「院長と相談し

て、卵子提供に対する方針を決める」「院内倫理委

員会の一員として、看護師の立場から意見する」「Ａ

ＩＤの倫理的な側面を患者に説明する」と語られ

ていた。

　【リスクマネジメント】のＶＡＳ値は、平均

76.0 ± 15.9（52～ 100）であった。コード数は

14（7.0%）で、対象者Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｆ、Ｇから抽

出された。【リスクマネジメント】は、患者とその

家族、次世代、組織、社会の安全・安寧を守るた

めに、配偶子の適切・厳重な管理や不妊治療上の

副作用の予防、あるいは不妊症看護認定看護師の

ネットワークを利用して危機管理の情報共有を行

うことであった。「事実婚以外での非配偶者間ＡＩ

Ｄ、ＩＶＦ、ＩＣＳＩが行われないよう、初診問

診時に患者の背景を掴む」「患者が不安・不満や誤

解から、ネット上で悪評の流布をしないよう対応

（説明・傾聴等）する」「服薬・生活指導を行うこ

とで、不妊治療上の副作用（ＯＨＳＳ、ケトアシ

ドーシス等）を予防する」「人工授精や採卵・移植

の際、実施前に必ず患者にフルネームとカルテ番

号を言ってもらい、それをカルテで確認する」「Ｉ

ＳＯ9001（品質マネジメントシステムの国際規格）

を利用して、看護部の内部監査や他部署間監査を

行い、問題を是正する」と語られていた。

６．考察
　本研究において、不妊症看護認定看護師による

様々な活動の場面が語られ、全カテゴリー合わせ

て201のコードが抽出された。これは森ら 13）の

示唆していたように、不妊治療診療所が不妊看護

において、その機能を生かしやすい環境であるこ

とによるものと推測される。多く語られていたカ

テゴリーと、あまり多く語られなかったカテゴリー

が認められたため、これらを分けて考察する。

　１）多く語られた役割遂行

　本研究対象者が多く語った役割は【看護実践】、

　【リーダーシップ】、【連携・協働】であった。Ｖ

て、指導・教育することであった。「不妊症看護認

定看護師教育課程での、講義内容や学会・勉強会

で得た知識を、書面にまとめてスタッフに配布す

る」「自らの患者への対応を、看護スタッフに見て

もらい、後でアセスメント内容と看護実践方法を

伝える」「地域の認定看護師と協力して、周産期医

療にも関わるテーマ（流産・死産経験者への看護等）

を決めて勉強会を企画・告知する」「他のスタッフ

から回された症例で、不妊症看護の専門性が必要

な人（未入籍での不妊治療希望者、精神疾患や合

併症のある患者等）の初回面接を担当する」など

と語られていた。

　また、コードとは別に【リーダーシップ】に関

連する発言として「看護師長兼不妊症看護認定看

護師でよかった、１スタッフであったら限界があっ

たかもしれない」と語られていた。

　【連携・協働】のＶＡＳ値は、平均79.6± 17.4

（52～ 100）であった。コード数は51（25.4%）で、

対象者全員から抽出された。【連携・協働】は、患

者情報や生殖医療に関する最新の知識、社会情勢

についてスタッフ間で情報共有する、あるいは相

談・協議しながら、患者とその家族を支援するこ

とであった。「着床前診断に関して、困ったときに、

院内の認定遺伝カウンセラーに聞きに行く」「うつ

状態の患者に対して、生殖医療相談士の個別相談

に繋げる」「不妊治療中の、女性の予防接種（風疹・

インフルエンザ等）に関する病院の対応を、院長

と話し合いスタッフに伝える」「ＡＩＤ親の会に、

患者を紹介する」「看護師同士の業務連絡（問題発

生や患者の伝達事項等）を、ミーティングノート

に記載し、朝礼時確認する」などと語られていた。

　【倫理調整】のＶＡＳ値は、平均72.5± 10.0（52

～ 88）であった。コード数は３（1.5%）で、対

象者Ａ、Ｂ、Ｇから抽出された。【倫理調整】は、

非配偶者間人工授精（Artificial	Insemination	by	

Donor：以下ＡＩＤ）や卵子提供など、倫理的側

面を伴う事象において、患者の代弁者として看護

の視点で倫理委員会に意見する、あるいは治療方
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小委員会 .

　平成 19年度倫理委員会登録・調査小委員会

報告 ,日本産科婦人科学会雑誌（2008）;60

（６）:863-868

４）森恵美 ,他 . 体外受精・胚移植法による治

療患者の心理医学的研究（第１報）──不妊
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川さゆり .不妊症看護認定看護師の活動に関

する実態調査 .日本生殖看護学会誌（2009）；

６（１）：65-71

９）13）14）森明子 ,	有森直子 ,	村木淳子 .	不

妊治療における看護者の役割機能を構成する
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12）公益社団法人日本看護協会（2012-12-09

閲覧）,専門看護師・認定看護師・認定看護

管理者 :	認定看護師教育基準カリキュラム ,

　http://www.nurse.or.jp/nursing/

　　　　qualification/sasatu/

　http://www.nurse.or.jp/nursing/
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17）神坂登世子 ,松下年子 ,大浦ゆう子 .認定

看護師の活動と活用に対する意識 :	看護管理

者・認定看護師・看護師の比較 .日本看護研

究学会雑誌（2010）;33（4）:73-84

分遂行して看護職全体の看護実践能力を向上させ、

不妊に悩む個人、家族および集団が水準の高い看

護を受けられるようになることが期待できると考

える。

７．結語
（１）役割について【看護実践】、【リーダーシップ】、

【連携・協働】が多く語られ、【自己研鑽】、【相談・

情報提供】、【倫理調整】、【リスクマネジメント】

はあまり多く語られなかった。

（２）不妊治療診療所は、管理職と認定看護師の兼

務によって【リーダーシップ】が遂行しやすく、

また【連携・協働】が必要な職場特性があるこ

とが示唆される。

（３）【相談・情報提供】は、治療の初期から終結

後までの全期間におよび重要な支援であり、不

妊症看護認定看護師の役割として、より強く意

識される必要性が示唆される。

（４）【倫理調整】においては、各種団体の明確な

倫理的規定があり、また個々の不妊症看護認定

看護師の倫理的能力が発達していることによっ

て、倫理的葛藤が生じにくく、語られなかった

ことが示唆される。

（５）生殖医療における事故は深刻性があるため、

【リスクマネジメント】は不妊症看護認定看護師

として欠くことのできない役割であると考える。

文献
１）浜谷敏生 ,吉村𣳾典 .婦人科疾患の診断・
治療・管理　不妊症 .日本産科婦人科学会雑

誌（2008）；60（12）：502

2）山縣然太朗,	星和彦,	平田修司,	武田康久.「平

成 14年度厚生労働科学研究費補助金厚生労

働科学特別研究生殖補助医療技術に対する国

民の意識に関する研究」報告書	生殖補助医療

技術についての意識調査 2003集計結果 .厚

生労働省（2012-11-28閲覧）.

　　http://www.mhlw.go.jp/wp/kenkyu/db/

　【リスクマネジメント】においては、あまり多く

語られず、ＶＡＳ値も全カテゴリーの平均よりや

や低い数値であった。その理由として、人工授精

や採卵・移植時のダブルチェックや副作用予防の

生活指導など、日常的な看護実践としてリスクマ

ネジメントが取り込まれているので、不妊症看護

認定看護師の役割遂行として、認識されづらいこ

とが示唆される。

　【リスクマネジメント】は、認定看護師の３つの

役割「実践」「指導」「相談」のいずれにも含まれな

い事項であるが、生殖医療領域においては、欠くこ

とのできない役割であると考える。なぜなら、2009

年に起きた受精卵取り違えの医療過誤 21）のように、

生殖医療における事故には、ひとつの間違いが何世

代にも渡って影響を与え続ける深刻性 22）が常に付

随するからである。国際標準化機構（International	

Organization	for	Standardization：以下ＩＳＯ）

やＪＩＳＡＲＴのような、リスクマネジメントに

おいて有用なシステムを利用することは、医療の

質や安全性を高めるのに効果的な手法であると考

える。実際、本研究対象者の勤務する施設におい

ても、このシステムを利用・活用していることを

示すコードが認められた。これらのシステムを活

用し、日々の看護実践において医療事故・医療過

誤を起こさないようにすることは、不妊症看護認

定看護師の役割として、極めて重要であると考え

る。生殖医療の安全性を高めるために、さらに不

妊症看護認定看護師の個々人が、リスクマネジメ

ントの必要性を意識し、役割認識・遂行すること

を期待する。

　３）研究の限界と今後の課題

　本研究は対象者の人数が少なく、研究結果を一

般化するには限界がある。今後は、不妊治療診療

所に勤務する不妊症看護認定看護師が、役割遂行

するために行っている工夫・努力について、明ら

かにすることが課題である。総合病院や大学病院

など規模の大きい施設においても、不妊症看護認

定看護師が工夫・努力によって、自らの役割を十

る。しかし本研究対象者は、治療の終結に関連す

るコードが比較的多く、治療の開始やステップアッ

プに関する意思決定支援については、多く語られ

なかった。これは、治療過程の後半の方が、場面

として語りやすかったことによると推測される。

　藤島 19）は、適切な情報提供・予期的ガイダン

スによる自己決定支援は看護者の役割であると述

べているが、これは治療の初期から終結後までの、

全期間に及ぶものであると考える。不妊治療を始

めたばかりの患者に対する支援は、治療の終結を

念頭に置き始めた患者に対する支援と同様に、重

要な場面であり、不妊症看護認定看護師の役割と

して、より強く意識される必要性が示唆される。

　【倫理調整】は抽出コード数が全カテゴリー中

最も少なく、ＶＡＳ値も２番目に低い数値であっ

た。この理由として、生殖医療領域には日本産科

婦人科学会、日本生殖医学会、日本臨床エンブリ

オロジスト学会、日本生殖補助医療標準化機関

（Japanese	Institution	for	Standardizing	Assisted	

Reproductive	Technology：以下ＪＩＳＡＲＴ）等、

団体の倫理委員会による声明・見解・ガイドライ

ンが存在し、倫理的規定が明確にされており、そ

れに従って実務遂行されているため、倫理的葛藤

が生じにくいことが考えられる。

　また糠塚ら 20）は、不妊女性と深く関わり、なお

かつ倫理的感受性を持ち道徳的推論が発達してい

る看護職者は、倫理原則に関連するジレンマが生

じた際、意志決定・権利を保障する最善の看護を

提供するという意志決定過程に基づき、倫理的葛

藤を解決していることを示唆した。本研究対象者

は不妊症看護の経験も長く、日々多くの不妊女性

と関わり、なおかつ不妊症看護認定看護師として

学習を積んでいるため、倫理的感受性や道徳的推

論も、発達する状況にあることが推測される。そ

のため、倫理調整が必要な状況として語られるよ

うな、倫理的葛藤を生ずることが少なく、倫理調

整の必要な場面として認識されづらいことから、

場面として語られなかった可能性も考えられる。
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２．方法：先行文献を参考にＡ病棟の実情を踏ま

えながら自記式のアンケート用紙を作成した。

①緩和ケアへの認識と関わりの実際、②治療時

期における介入、③緩和ケア認定看護師の介入

とコンサルトへの要望、について50の質問を

設定し、4段階選択式および自由記載にて調査

を実施した。

３．期間：2013年 10月～ 2014年２月

４．倫理的配慮：A病棟看護師に対し、このアンケー

ト結果で個人が特定されないこと、同意は各自

の自由意志であり、同意を得られない場合も不

利益を生じないこと、アンケートの結果を本研

究の目的以外に使用しないことを口頭、文書で

説明し、同意を得られた回答のみを研究の対象

とした。

Ⅳ．研究結果
　アンケートは 26名から回収された（回収率

84%）。　

　がん患者とのコミュニケーションについて、「時

間や場所の確保が必要と感じている」は92.6%、「思

いを聞き出すための工夫をしている」は66.6%で

あった。治療期の患者について、「肝動脈化学塞栓

療法（以降ＴＡＣＥとする）患者の経済面、生活

面について聞いている」は37%、「治療について

どのように説明を受けたか聞いている」は59.2%、

「闘病生活への思いを把握している」は14.8%であ

り、「化学療法導入患者の経済面、生活面ついて聞

いている」は18.5%、「副作用を理解しているか聞

キーワード：①緩和ケア　②一般病棟看護師

　　　　　　③早期アセスメント

Ⅰ．はじめに
　2013年８月に発表された緩和ケア推進検討会−

第二次中間とりまとめによると、「～未だに医療用

麻薬への誤解や緩和ケアが終末期のみを対象とし

たものとする誤った認識がある」と指摘されてお

り、その対策として、「医療従事者が正しく緩和ケ

アについて説明し、患者や家族の誤解を解くこと

ができるようにしていく」とある。

　一般病棟の看護師は、検査前後から終末期まで、

あらゆる時期における緩和ケアを提供する機会を

持っている。しかし、一般病棟では、急性期患者

への対応が優先され、限られた時間や場所の中で

看護師ががん患者との様々な関わりに戸惑う場面

も見受けられる。

　今回、緩和ケアに対する一般病棟の看護師の認

識と患者対応の現状を確認し、看護の質を高める

ための課題を抽出することを目的に研究に取り組

んだ。

Ⅱ．研究目的
　一般病棟看護師の緩和ケアに関する認識と看護

実践の実際を知り、より質の高い緩和ケア実践へ

の示唆を得る。

Ⅲ．研究方法
１．対象：Ａ病棟に勤務する看護職員31名

18）岡本和江他 .不妊治療を受ける患者が誰に

心理的サポートを望むか　不妊コーディネー

ターによる看護師外来のアンケート調査結果

より .産婦人科の実際（2008）;57（1）:145-150

19）藤島由美子 .生殖補助医療と看護の役割　

看護のポイント　一般不妊治療からＡＲＴへ

のステップアップ時の看護．臨床看護（2007）；

33（６）：846-851

20）糠塚亜紀子 ,森恵美 .不妊女性に対する看

護におけるジレンマと意思決定の過程に関す

る研究 .千葉看護学会誌（2004）；10（１）：

33-39

21）読売新聞 .不妊治療ミス「命」の管理がず

さん過ぎる．2009年２月21日朝刊 ,３面 .

22）福田貴美子 .	生殖補助医療と看護の役割　

看護のポイント　ＡＲＴを支える看護マネジ

メント──チーム医療を支える看護の立場か

らリスクマネジメントを考える── .臨床看

護（2007）；33（６）:863-868

一般病棟看護師の緩和ケアの現状と課題

埼玉協同病院　Ｃ２病棟　看護師　大森有紀
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療段階における患者フォローは十分ではなく、実

行できるようなシステムが必要であることがわ

かった。がん患者は年々増え続け、早期からの介

入を行うためにはさらなる体制強化が必要である。

　一般病棟看護師も知識や技術を身につけ、患者

の状態を日常的に把握し、うつなど重篤なケース

を作らないようにしていきたい。そのためには、

緩和カンファレンスや認定看護師のアドバイスを

活用しながら実践していく。

引用文献
１）栗原幸江：がん患者と家族の心理社会的ア

セスメント、緩和ケア、vol.22、p13、p22、

2012

参考文献
１）ナーシングトゥデイ編集部（岩崎久美子

ほか編集協力）：一般病棟でもできる終末期

患者の緩和ケア、日本看護協会出版会、p10、

2007

２）広瀬寛子：看護カウンセリング、医学書院、

p165、2011

３）馬場秀雄：消化器がん化学療法看護のポイ

ント、メディカ出版、p86、2011

４）長友隆一郎：がん患者の「怒り」の理解と対応、

緩和ケア、vol.22、p94～ 97、2012

５）加藤真樹子 :「否認」への理解と対応、緩和

ケア、vol.22、p98～ 100、2012

の調査から、たとえ一般病棟であっても、がん患

者の心理を理解し対応するための専門的コミュニ

ケーション技術が必要とされていることを看護師

自身が自覚し、がん患者とのコミュニケーション

を困難と感じている様子が窺えた。そのため、緩

和ケア認定看護師同席のカンファレンスを、心理

的負担や行動の明確化という点で肯定する意見が

聞かれていた。

　ＴＡＣＥはクリニカルパスを使用しており、前

処置や副作用の観察は統一して行うことができ

る。しかし、患者の闘病生活へ思いや生活面での

アセスメントは行えていない。ＴＡＣＥは入院を

繰り返すことが多く、今後の不安を抱く患者が多

くみられるといわれている。看護師は入院の度に

患者に関わる機会があるが、アンケートでは、情

報収集の遅れについて反省を記述している人もい

た。クリニカルパスにはない患者背景にも目を向

ける必要がある。また、化学療法導入患者に対し

ては、薬剤師や化学療法認定看護師の関わりがあ

る分、病棟看護師からの退院後の生活指導は行え

ていない。病棟看護師は、外来化学療法の実際を

知る機会がなく、患者がどのような制限を強いら

れるかあまり認識できていない。

　病棟看護師の視点を広げるためには、外来化学

療法の実際を知ることも役立つのではないか。

　疼痛評価は、当院で使用している疼痛アセスメ

ントシートやケア項目のセットを活用していると

いう回答が多かった、しかし、問診の根拠を理解

して使用しているかは不明であるため、再確認す

る必要がある。自身の知識不足を感じている看護

師も多かったため、認定看護師に相談し、学習計

画を組みたい。

Ⅵ．まとめ
　本研究から、一般病棟看護師が、限られた環境

の中でもがん患者の心理的社会的状況を理解する

ことが求められており、看護師はその必要性を感

じていることが明らかになった。その一方で、治

いている」は37%、「退院後の生活指導をしている」

は11.1%であった。疼痛アセスメントについて「Ｎ

ＲＳ（Numerical	Rating	Scale；痛みの数値評価

スケール）を用いて評価している」は77.7%、「痛

みの性質について聞いている」は77.7%であった

が、「疼痛緩和について自身の知識が不足している」

は81.5%であった。自由記載には、コミュニケー

ションの工夫として、「短時間でもよいから（患

者の）話を聞く」、「小さな変化や状態を（家族に）

こまめに話すようにしている」と書かれた一方で、

「緩和ケアメインに切り替えられた時、もっと前か

ら関わっていれば良かったと思うことがあった」

という回答もあった。看護師面談が必要と感じる

時については、「がんが疑われ精査している時」、「告

知前後」、「新たな治療や薬剤が開始された時」、「緩

和ケア中心に移行する時」、「延命について医師か

ら話された時」などであった。困難と感じることは、

「大部屋でプライバシーが保たれない」、「死に関す

る思いを聞く」、「否認への関わり」をあげていた。

緩和ケア認定看護師同席の緩和カンファレンスを

行うことにより、「看護師一人で抱え込まなくてす

む」、「アプローチの仕方がはっきりする」、という

答えや、「緩和ケア対象患者すべてに関わってほし

い」、「病棟看護師の面談が必要と感じる時に加え、

うつ傾向にある人、症状コントロールが困難な場

合などに認定看護師へのコンサルトが必要」とい

う記述がみられた。

Ⅴ．考察
　栗原１）は、がん罹患に伴い直面する「５つの

危機時期」として、病期を①診断時、②治療開

始、③治療終了、④再発・転移、⑤積極的抗がん

治療中止に分け、直面する危機と心理社会的課題

を記している。アンケートの中で、看護師は患者

の各時期に対して介入の必要性を感じており、話

を聞くための時間や場所の確保への認識も高かっ

た。話を聞くための環境設定が重要だと思う反面、

簡単に実行することができないとも言える。今回
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家族ケアを要する者であり、主治医から依頼を受

ける。緩和ケア回診の介入が必要と判断された患

者については、緩和ケアチームから主治医に相談

することもある。緩和ケア回診、緩和ケアカンファ

レンスにはリンクナースも参加して、多職種での

検討が行われている。しかし、各専門職から介入

が必要な事例についての情報提供や助言はほとん

どない。

３） 介入事例

　指定なしの病院において、がん患者についての

緩和ケアチームへの依頼の時期は、診断から初

期治療前および治療中からの介入を合わせると

37.7％、治療終了後からの介入は 62.3％である。

ＰＳは介助をほぼ要さない症例（ＰＳ０～２）が

約40％である。

　当院では診断時からの介入は０％、積極的治療

終了後の介入が 88.9％と高く、介入時のＰＳが

低下している症例（ＰＳ３～４）が72.3％と多い。

転帰は、退院と死亡退院が各44.4％であり合わせ

て約９割を占めている。

専従：就業時間の8割以上緩和ケアチームに関わ

る業務に従事していること。

専任：就業時間の5割以上緩和ケアチームに関わ

る業務に従事していること。

兼任：緩和ケアチームに関わる業務を行っている

が、従事する時間が就業時間の5割に満たない

場合１）。

６．結果
　日本緩和医療学登録緩和ケアチーム全体、がん

診療拠点病院の指定を受けていない病院、当院を

比較した結果を表１～ 12に示す。

１） 診療体制

　日本緩和医療学会調査結果では、精神科担当医

が緩和ケアチームに所属している割合は、身体担

当医と精神担当医の両方、精神担当医のみを合わ

せて全体では33.9％、指定なしの病院においては

12.2％と低かった。看護師の専従体制は全体では

64.3％、指定なしの病院では 20.2％、薬剤師の

専従体制は全体では34.6％、指定なしの病院では

11.1％、ＭＳＷ（Medical	Social	Worker：医療ソー

シャルワーカー、以下ＭＳＷ）の専従体制はいず

れも10％に満たない。

　当院の緩和ケアチームは医師３名（身体担当医

２名、精神担当医１名）、薬剤師１名、緩和ケア

認定看護師１名、がん化学療法看護認定看護師１

名、ＭＳＷ１名、管理栄養士１名、理学療法士１名、

看護部副総看護長１名、医療事務１名で構成され、

兼任体制をとっている。外来と各病棟には、その

部署に１名以上のリンクナースが存在する。

２） 活動状況

　緩和ケアチームが診療活動を行っている日数は

全体では週５～６日が多いが、指定なしの病院で

は週１～２日が最も多く、当院もここに属する。

専従スタッフがいないため、その活動は週に１日

と限られている。当院の緩和ケア回診の対象者は

がん患者に限らず、疼痛緩和、せん妄、呼吸困難感、

腹部膨満感、嘔気など様々な症状緩和、精神的支援、

じく、がん診療拠点病院の指定を受けていない病

院（以下、指定なしの病院）は90チームであっ

た。これらの専従・専任スタッフの割合、緩和ケ

アチームの活動日数、依頼件数、依頼時期、依頼

内容、依頼時のＰＳ（performance	status：全身

状態､ 以下ＰＳとする）を2012年度の埼玉協同

病院登録内容と比較するとともに、当院の緩和ケ

アチームの活動の現状を抽出した。

４．倫理的配慮
　個人を特定する内容は無くまた、緩和ケアチー

ム構成員には発表趣旨、形式を事前に説明し了承

を得た。

５．用語の定義
緩和ケアチーム：「緩和ケアを専門とする医師、看

護師等を含めたチームによる緩和ケアの提供体

制」を指し、以下の２項目を満たす場合に緩和

ケアチームがある、とする。

１）緩和ケアチームに常勤の医師が１	名以上配

置されている（専従である必要は無い）。

２）紹介患者の身体的・心理的・社会的・スピ

リチュアルな苦痛に包括的に評価し、必要に

応じて疼痛 ･身体症状の緩和に関する専門家

や精神症状の緩和に関する専門家と協力する

体制がある（ペインクリニック、サイコオン

コロジーなど特定の領域に限って対処してい

るのではなく、患者の苦痛全てに対応が可能）
２）。

１．はじめに
　2007年にがん対策基本法が施行され、がん医

療の均てん化の促進が行われている。がん対策基

本法で重点的に取り組むべき課題として、がんと

診断された時からの緩和ケアの推進が目標とされ、

その中には緩和ケアチームの機能強化が求められ

ている。このような背景から2006年に埼玉協同

病院では緩和ケアチームを発足し、現在に至って

いる。

　日本緩和医療学会１）は緩和ケアチームを定義

した。2010	年度より開始している緩和ケアチー

ム登録は毎年データを公表し，登録施設数は増え

続けている。その目的は、日本全国で活動する緩

和ケアチームの診療形態、診療内容を明らかにし、

最終的には患者ＱＯＬ	を改善する緩和ケアチーム

活動を明確にすることである。埼玉協同病院では

2012年に日本緩和医療学会の緩和ケアチームに登

録を行い全国との比較を行った。その結果、活動

実態が明らかとなったのでここに報告する。

２．研究目的
　日本緩和医療学会登録緩和ケアチームの解析結

果と当院緩和ケアチームの活動実績を比較し、当

院緩和ケアチームの活動評価と課題を明確にする

ことを目的とした。

３．研究方法
　2012年度日本緩和医療学会登録緩和ケアチー

ムは全国で485チームであり、埼玉協同病院と同

日本緩和医療学会登録緩和ケアチームと埼玉協同
病院緩和ケアチームの比較から見えてきたこと

埼玉協同病院　緩和ケアチーム　看護師　小林直美
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ム登録実施計画書

　http://www.jspm.ne.jp/pct/pct1403.pdf	

（2014／６／１アクセス）

３）厚生労働省　がん推進基本計画　平成 24

年

　http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/dl/

gan_keikaku02.pdf（2014／６／14アクセス）

参考文献
１）	 恒藤暁．最新緩和医療学，最新医学社．

2009．

２）	恒藤暁他．系統看護学講座別巻	緩和ケア，

医学書院，2011．

３）	岩崎紀久子他．一般病棟でもできる！終末

期がん患者の緩和ケア，日本看護協会出版会

2009．

４）	奥村美奈子．Ａ県の医療機関における緩和

ケアチームの活動の現状と課題，岐阜県立看

護大学紀要11巻１号，2011,

５）	山田聖子．大学病院における医師と看護師

の緩和医療に対する意識調査，医療看護研究

２巻，2006．

６）	特定非営利活動法人　日本緩和医療学会

　http://www.jspm.ne.jp/	（2014 ／６／１アク

セス）

７）	厚生労働省　がん対策情報

　http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/

bunya/kenkou_iryou/kenkou/gan/	（2014 ／

６／１アクセス）

早期からの緩和ケアチームの介入はほぼできてお

らず、終末期からの介入がほとんどを占めている

ことが示された。厚生労働省は、がんと診断され

たときから（中略）、迅速かつ適切な緩和ケアがが

ん診療の中でまだ十分に提供されていない３）と指

摘している。その一因として、特にがん患者への

緩和ケアおよび緩和ケアチームの役割は終末期ケ

アとして理解されているではないかと推測される。

しかし、診断時から関わることで、告知後の心理

的苦痛を緩和し、治療方針への意思決定を支援す

ることも可能となる。そのため、医療者への教育

的な働きかけもまた、今後の課題と考える。

８．まとめ
　埼玉協同病院の緩和ケアチームの強みは、精神

科医が参加する体制がとられ、介入対象をがん患

者に限定していないことである。

　しかし、専任体制ではないため、介入の質と量

が十分とはいえない。また、がん対策基本法で強

化目標とされている「がんと診断された時からの

緩和ケアの実践」が当院の緩和ケアチームでは行

われていない現状がある。但し、今回の調査からは、

緩和ケアチームが介入しなかった症例への実態に

ついては把握できないため、早期からの緩和ケア

の実施の有無について結論付けるには限界がある。

　今後は、多職種の専門的視点を活用し、緩和ケ

アチームの活動がより効果的に機能する方法を検

討するとともに、がんと診断された時から緩和ケ

アが提供され、依頼があったときに緩和ケアチー

ムが迅速に対応できるような病院の体制づくりに

貢献したい。

引用文献
１）	日本緩和医療学会2013年度緩和ケアチー

ム登録票

　http://www.jspm.ne.jp/pct/pct_inp13.pdf	

（2014／６／１アクセス）

２）	日本緩和医療学会2013年度緩和ケアチー

７．考察
１）診療体制

　指定なしの病院で緩和ケアチームに精神科医が

配置されているチームは１割程度と希少である。

当院の緩和ケアは非がんの患者も含めた幅広い患

者を対象とし、精神科医が専門的な助言や直接的

介入を行っており、これらは緩和ケアを促進する

強みと考える。

　しかし、緩和ケアチームの多職種のそれぞれの

視点を活かした緩和ケアの実施については、今後

の課題である。

２）活動状況

　指定なしの病院では医師、看護師、薬剤師、Ｍ

ＳＷの専従体制はいずれも全体の平均値を下回っ

ており、当院も同様である。その背景は施設ごと

に違うと考えるが、指定なしの病院では専従体制

が確保しにくい現状が明らかとなった。当院では

専従体制がとれないために緩和ケアチームの活動

時間が制限され、依頼があった時にすぐに活動で

きない状況がある。兼任体制の中で効率よく多く

の症例に介入し、依頼があった時にいかに迅速に

対応していくかを検討する必要がある。

３） 介入事例

　当院の緩和ケアチームが介入している症例のう

ち、診断早期からの介入は０であった。ＰＳが低

下している症例の割合が多く、約９割が積極的治

療終了後の患者であった。そのため、転帰は死亡

が退院と並び一番多くなっていた。このことから、
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右乳房：形状は円形

で境界明瞭平滑な

等濃度腫瘤として

描出された。

左乳房：ルーチン撮影ではＦＡＤ。追加撮影にて

微細鋸歯状の淡い小さな等濃度腫瘤として描出

された。

	

５．ＵＳ所見　〈図２～７〉

右乳房：Ｄ領域に側方陰影を伴う7.4 × 7.3㎜大

の等エコー腫瘤を描出。この時点では、乳管内

乳頭腫や粘液癌を鑑別診断として考えた。エラ

ストグラフィーではスコア３程度の柔らかい

腫瘤として描出され、Ｂモード画像よりも客観

的に捉えることができた。また、解析画像でも

FLR2.8	と低値を示し、定量評価でも柔らかい

病変であることが示唆できた。この時点で粘液

癌よりも乳管内乳頭腫を強く疑うことができた。

左乳房：	Ｃ領域に後方エコーの減衰と構築の乱

１．はじめに
　乳腺領域の超音波検査において、組織の硬さを

表現するにはdynamic	test が行われていたが、近

年では色をつけて硬さを表現するエラストグラ

フィーがオプション機能として行われるようにな

り、客観的な指標として捉えられるようになった。

当院でも良悪性多くの症例を経験し、今回特に有

用であった１症例を経験したので報告する。

２．使用装置および使用プローブ
　Aplio	XG

　PLT-	805AT・PLT-1204AT

３．患者情報
　72歳・女性。他院にてマンモグラフィ併用乳癌

検診施行。要精査となり精査目的として当院を受

診された。

４．MMG 所見　〈図１〉

することができた。

６．病理診断　〈図８～９〉

　右乳房の病変は乳管内乳頭腫、左乳房の病変は

硬癌であった。

れを伴う4.7 × 2.0㎜大の低エコー域を認めた。

この時点では硬化性腺症や硬癌を鑑別診断とし

て考えた。エラストグラフィーではスコア４の

硬い病変として描出され、解析画像でもＦＬＲ

8.37と高値を示し、硬い病変であることが視覚

評価だけでなく、定量評価としても示唆できた。

この結果から硬癌をより強く疑い、積極的にＣ

ＮＢ等の精査を行うべき病変であることを示唆

エラストグラフィーが有用であった
両側乳房内病変

新島正美１）　安倍佑子１） 　伊藤紘子１）　成田恵里子１）　金子しおり２）

１）埼玉協同病院
　　放射線画像診断科
２）埼玉協同病院　外科

〈図１　ＭＭＧ画像〉 〈図２　右乳房Ｄ領域ＵＳ画像〉

〈図３　右乳房Ｄ領域エラスト画像〉

〈図４　右乳房Ｄ領域エラスト解析画像〉

 〈図５　左乳房Ｃ領域ＵＳ画像〉

〈図６　左乳房Ｃ領域エラスト画像〉

〈図７　左乳房Ｃ領域エラスト解析画像〉

〈図８　右乳房Ｄ領域：乳管内乳頭腫〉
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【結果】
　ＡＢＩは、年数

を経過するたびに低下傾向がみられた。ＤＭと

非ＤＭとでは、ＤＭ群にて有意に低下した（結果

①）。Fontaine 分類は、2010年より 2013年にて

Fontaine分類ⅠからⅡが増加した（結果②）。また、

ＡＢＩ−年齢では相関は見られなかった。ＡＢＩ

−透析歴では、ＤＭ群にて低下傾向となった。

 【考察】
　ＰＡＤの危険因子であるＤＭ群では、ＡＢＩが

低下、Fontaine 分類ⅠからⅡへの増加がみられた

が、ＡＢＩは正常範囲での低下である為、ＰＡＤ

でのリスクファクターを明確にするなど、詳しい

キーワード：透析患者、ＰＡＤ、ＡＢＩ

【はじめに】
　透析患者の高齢化・糖尿病の増加により末梢動

脈閉塞性疾患（以下ＰＡＤ）を合併する確率は高

く、ＰＡＤはＱＯＬのみならず生命予後にも重大

な影響を与える。当院では、2006年よりＰＡＤの

診断指標として足関節上腕血圧比（以下ＡＢＩ）を、

年１回の測定を行っている。しかし、スタッフの

ＰＡＤへの意識が低くＡＢＩの評価が適切に行わ

れていない。今回、ＰＡＤの危険因子であるＤＭ・

非ＤＭ群の 2010～ 2013年のＡＢＩを評価する

ことで今後の課題を検討した。

【対象】
　継続してＡＢＩを測定できた維持透析患者 22

名　44肢（男性：７名・女性：15名）、ＤＭ：11名：

22肢・非ＤＭ11名：22肢、平均年齢：66± 13歳、

透析歴：123± 36月を対象とした。

　

【方法】
①ＡＢＩ：オムロンコーリン社製（form）を用

いＡＢＩの測定を実施した。左右間でＡＢＩが低

い方を測定値としてＤＭと非ＤＭ群で分類し、①

４年間の推移、② 2010 年と 2013 年のＡＢＩ・

Fontaine 分類の比較検討、③ＡＢＩと年齢・透析

歴の相関を調べた

７．結語
①超音波検査で等エコーレベルの腫瘤は描出し

難く、存在を示唆するのが容易ではない。し

かし、エラストグラフィーはB-modeで不明

瞭な腫瘤の描出に有用であり、画像診断の補

助として活用できると考える。

②近年、超音波診断装置の精度が向上し、数㎜

大の病変も捉えられるようになったが、これ

らの病変を全て針生検等の精査にまわすのは

困難であり、Ｂモード上で微妙な病変につい

てはエラストを行うことで硬さを評価し、精

査にまわす病変のピックアップができると考

える。

〈参考・引用文献〉
・マンモグラフィ技術編

・乳房超音波診断ガイドライン

・乳癌取り扱い規約第16版

・実践乳房超音波診断	

・臨床と病理のための乳腺疾患アトラス

〈図９　左乳房Ｃ領域：硬癌〉

当院における透析患者のＡＢＩ評価と
今後の課題

○原島貴彦１）、高橋千賀２）、木村貴史１）、
　熊谷大樹１）、手嶋宏司１）、小野秀敏１）

１）埼玉協同病院　臨床工学技士
２）埼玉協同病院　看護師
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検査が必要である。そのため、チームでのサポー

トが必要と考えられた。

【結語】
　ＡＢＩ	は、ＰＡＤの診断として最も重要なスク

リーニング検査のひとつである。そのほかの検査

法としては、皮膚毛細血管還流圧、足趾上腕血圧

比などの皮膚微小循環の生理検査法があり、当院

でも検討していく必要がある。また、臨床工学技

士としても積極的にチーム活動に参加していきた

いと考えている。

【参考文献】
１）日本透析医学会雑誌、44 巻５号、2011、

第８章

2）TASCⅡWorking	Group、日本脈管学会・訳、

下肢閉塞性動脈硬化症の診断・治療指針Ⅱ（日

本脈管学会、編）、東京、メディカルトリビュー

ン社、2007

　第 37回全国腎疾患管理懇話会学術大会にて

　講演発表

編集後記

編集後記
　「年報2013」をお届けします。

　埼玉協同病院では昨年、	“学術研究活動の記録 ”であった「医報」を発展的に解消し、従来の「医報」に、

病院の本丸である “診療業務の活動状況 ”を加えた、「年報2012」を発刊しました。

　２年目を迎えた年報編集委員会では、昨年、	“次年度以降の課題 ”とし、「年報2013で一定の答が出るよう

に努力します」とお約束した問題に取り組みました。

　１つは、診療科・部署単位を超えた組織横断的な活動ユニット、すなわち委員会活動やチーム医療の活動状

況を掲載することです。この問題は関係各位のご協力を得て、間違いなく “一定の答 ”を出すことができたと

自負しています。編集作業の過程において、当院では様々なチーム医療が、高いレベルで実施されていること

を知り、委員一同、大変誇らしく感じました。

　もう１つは、掲載論文のレベルアップです。この問題は一朝一夕に解決するものではありませんが、着実に

遂行したいと考えています。

　学術論文は、“科学的思考 ”に基づいて書かれなければなりません。“頑張っている私の熱い思い ”は、研

究を継続する大きなエネルギーにはなりますが、研究の果実にはなり得ません。

　そして、科学的思考を “論文 ”という形にするには、“統計リテラシー ”を持たなくてはなりません。西内

啓氏が著書『統計学が最強の学問である』の中で述べていますが、私達は、熱意のあまりの「一面的な単純集

計の愚かさ」に陥らないよう、常に注意を払う必要があります。

　西内氏は、「一面的な単純集計の愚かさ」として次の例を挙げています。

　〈次の食べ物を禁止すべきかどうか考えてみましょう〉

・心筋梗塞で死亡した日本人の95％以上が生前ずっとこの食べ物を食べていた。

・凶悪犯の70％以上が犯行前24時間以内にこの食べ物を口にしている。

・江戸時代以降日本で起こった暴動のほとんどは、この食べ物が原因である。

　この食べ物は「ご飯」です。一面的な単純集計に捉われると、愚かにも「ご飯を禁止する」という結論に至

ることになります。

　あなたは、自分はそんなバカなことはしていないと思われることでしょう。でも、「ご飯」を「抗がん剤」

に置き換えて、こんな感じの理論を振りかざしているヒト、いませんでしたか？	こういった “熱い思い込み ”

に、科学的に反論するのは結構難しいのです。学術論文は、熱い思いを “科学的 ”に具現化したものです。ど

うぞ、次の「年報2014」にたくさんの論文をお寄せください。

　最後になりますが、私の「年報は夏前に発刊する」という（当初は妄想とも思えた）発言に仰け反りつつも、

献身的にそのミッションに立ち向かってくださった年報編集委員会メンバーと、短期間でのお願いにもかかわ

らず快くご寄稿くださった皆様に、心から感謝申し上げたいと存じます。

	 	 	 	 	 	 	 	 2014年５月31日

	 	 	 	 	 	 	 	 埼玉協同病院年報編集委員会　村上純子
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